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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
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日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（松尾徹郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、４番、中村 実議員、１７番、伊藤文博議員を指名いたします。 

 

日程第２．一 般 質 問 

 

○議長（松尾徹郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

発言通告者は２１人でありますが、議事の都合により本日６人、明日６人、１２日６人、１３日

３人を予定しております。 

一般質問の質問時間は、答弁を除き３０分であります。所定の時間内に終わるよう、質問・答弁

とも簡潔に、要領よくお願いいたします。 

通告順に発言を許します。 

笠原幸江議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 〔７番 笠原幸江君登壇〕 

○７番（笠原幸江君） 

おはようございます。笠原幸江です。 

事前に提出いたしました一般質問通告書に基づき、市長のお考えとご見解を伺います。 

１、住居表示見直しの早期実施について。 

住居表示に関する法律の目的（第１条 この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施につ

いて必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。）となっていますが、

市内には、まだ通称名と番地なのか、行政区名なのか、また、番地についても順序よく並んでいな

いことなど、複雑に入り組んでいるところがあります。生活面において不便性を感じる中、新市の

まちづくりの方法の１つとして、互いのつながりを再確認するよい機会と考えますが、見直しの取

り組みについて市長の考えを伺います。 

(1) 糸魚川地域の一部実施を行った、その後の評価をどのようにとらえているか。 

(2) 住居表示見直しのできるところから取り組む考えは。 

 ① これから取り組まれる行政改革の中で、職員定数減にならないうちに取り組まれるのが

よいと考えるがいかがか。 

２、介護保険制度の中で介護療養型医療施設利用について。 

老後は、住み慣れた地域での終末期を過ごせることができるためにも、回復見込みのない利用者

の居場所が不足している状態です。本人のみならず、家族がともに生き生きとした生活できること

を、市民だれしも望んでいるところです。地元で安心して心穏やかに迎えるために、市長の考えを

尋ねます。 
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(1) 市内の現状は。 

(2) 介護療養型医療施設として市内の病院で受け入れることができないか。 

 ① 医師会との協議をされた経緯がありますか。 

 ② 今後の取り組みの考えは。 

３、男女共同社会の形成の促進について。 

市長の市政運営の基本方針の中に、自分たちの住むまちは、市民みずからが積極的に地域づくり

を進める活動に対して、行政は支援していかなければならないと常日ごろから話されています。社

会生活に密着した生の声を聞く絶好の機会、子育て、教育、健康、環境、介護、防災、ごみ問題な

どなど、暮らしの中にある女性の考えを施策に反映するとともに、男女共同参画の啓発の一助とな

り得るための取り組みを、どのようにとらえているか伺います。 

(1) 女性議会の早期実施について。 

(2) 男女共同参画基本計画策定の取り組みは。 

① 市の独自性を出すための考えは。 

② アンケートの実施の予定は。 

以上、1回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

笠原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の住居表示見直しの1点目、糸魚川地域の一部実施後の評価ということでございますが、

実施前につきましては大字が入り乱れており、すぐに住所を判定できないため、緊急時における救

急車両の出動、あるいは訪問者、郵便配達、荷物の集配業務など、市民生活や企業活動、さらには

行政事務において不都合が生じておりました。 

住居表示を実施したことにより、だれにでもわかりやすい家屋の表示となり、不便な点が解消さ

れ、成果が上がったと考えております。 

２点目の今後の取り組みに対する考えでございますが、糸魚川地域における住居表示の実施に当

たっては、実施区域からの強い要望と、地域住民のご理解、ご協力があって実施できたものであり

ます。 

今後の取り組みにつきましては、地域住民の総意を前提に、市全体を見据えた中で検討する必要

があると考えております。 

２番目の介護療養型医療施設の１点目、市内の現状についてですが、介護保険法による介護療養

型医療施設としては青海病院のみであり、病院全体のベッド数１２７床のうち介護療養型は

１０７床で、絶えず満床の状態になっております。待機者が多数おられるため、終末期を迎えた方

のためにベッドを常に確保し、空けておくことは現実的には難しいと思われます。 

２点目の介護療養型医療施設の病院での受け入れにつきましては、医師会との協議を行った経緯

はございませんが、現在の医療保険制度の改正や医師不足の現状から、現段階では、新設や増設の
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計画はないのが実態であります。 

また、この施設は、特別養護老人ホームや老人保健施設とも密接な関係にありますことから、平

成１７年、１８年に特別養護老人ホームを５０床増床することによる影響も考えられ、また、厚生

労働省では２０１２年度を目途に、介護療養型医療施設を廃止する方向で検討に入ったとの報道も

ありますことから、今後の推移を見定めてまいりたいと考えております。 

３番目の１点目、女性議会の実施についてですが、私は市長就任以来、住民懇談会を各地域で開

催し、広く市民の皆様のご意見をお聞きするよう努めてまいりました。 

その中で、女性の方からも貴重なご意見をちょうだいしております。また、今後も女性団体との

懇談会を予定しており、さらに女性のみならず、すべての市民の皆様との話し合いの場をつくって

まいりたいと考えております。ご質問の女性議会につきましても、女性団体や市民の皆様との意見

交換の中で、その機運が高まってまいりましたら、実施をしたいと考えております。 

２点目の男女共同参画基本計画策定の取り組みについてでありますが、来年度から２カ年をかけ

て、新市の計画策定に着手する予定であります。 

平成１８年度に市民意向調査を行い、平成１９年度末までには、基本計画を策定する予定でおり

ますことから、その意向調査の中で、当市独自の課題についても把握し、必要なものについては、

計画に織り込んでまいりたいと考えております。 

以上のご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

最初の住居表示見直しの早期実施について、再度、２回目の質問をさせていただきます。 

今市長の答弁で、大変成果としてはよかったと。ということは、費用対効果が十分あったという

ことで認識いたしました。ということであれば、大変この住居表示糸魚川地域の一部見直しをやっ

たときには、もう２４年ぐらいになります。私も住んでいるところでは隣近所、常会を開いて、区

画について一生懸命地域で議論しながら、進めた経緯もよく承知しております。 

救急車をはじめ一般の生活の中で、今混乱している地域もあることは皆さんもご存じだと思いま

すけれども、これはとても大変な作業でありました。時間と人力が必要です。多くの団体、あるい

は今でしたら区長さんだとか、組合長さんだとか、いろんな人たちもその中に入って議論しながら、

一気にやっていくんじゃなくて、段階を追ってやった経緯もあります。 

本当にこの住居表示を見直しするには今からやらないと、５年あるいは６年の中で計画をして、

それでまとめていかなきゃいけないということも事実でございます。私はこの事業は、糸魚川地域

の一部は２４年ぐらいになりますけれども、とてもいい事業だったと認識しております。後世に残

すべき大事な事業だったと、今はもう住居表示が空気のようになっておりまして、いろんなところ

で、それを使われている状態です。ですから今市長が答弁なさった費用対効果については、とても

いいという評価でございますので、順序を追って、先ほど検討しますというお言葉でございました

けれども、今後どういう形でそれをやっていただけるか、具体的な説明をお願いしたい。 
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とてもいい事業でございました。もう本当に空気のようになっております。実は、ほんの一部で

ございますけれども、この住宅地図を見ますと、これはほんの一部の例でございますけれども、田

海の地域に８０軒ほど同じ地番がかたまっております。その中に住んでいる人たちは、その中で生

活していらっしゃいますからいいと思うんですけれども、外部から入ってきて、どこどこさんのお

家をお聞きしたいんだけれども、ここ何番になってるけど、どこだいねと言われたときに、その

８０軒の中からより出すということは、とっても大変な作業でございます。こういうところを踏ま

えて、どのように考えていらっしゃるか、お聞きしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田上市民課長。 〔市民課長 田上正一君登壇〕 

○市民課長（田上正一君） 

おはようございます。 

今、笠原議員から説明がありましたように、この住居表示につきましては、市長からも前段お話

がありましたように、区長をはじめ皆様から強い要望がございまして、これらのご協力によって実

施したものでございます。 

当面、どのようなということでございますが、あくまでも住居表示といいますのは、今、笠原議

員さんが言われたように、住居表示を実施するにあたりましては、いろいろさまざまな調整が必要

になります。そのようなことから、地元の方の総意を得るためには、まず、こういう制度があると

いうようなことで、地域の方の取り組みの可能性を、可能かどうかというようなこともお聞きする

必要があるかと思います。 

それから、最後の方の大きな地番ということでございますけども、確かに地番の大きなものにつ

いては、そのような実態かと思います。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

実態を承知している中で、そのようでございますと言われても、私、納得いかないんですね。も

うそういうものを承知していらっしゃるんであれば、私、一気に全部やりなさいとは申しておりま

せん。糸魚川は広くなりました。とてもお金もかかります、時間もかかります。 

私が心配しているのは、ますます糸魚川市そのものも、前回、人口減になってきてます。もう

２０年後、３０年後、５０年後の数字も出ておると聞いております。その中で、ますます道州制と

いう形の中で、社会が動いていくんじゃないかなという心配もしております。 

これ本当にいい事業だったんです。今本当に空気のようにって、私、先ほど申しましたけど、自

然な形で今使っております。本当にいい仕事を先輩たちがしてくれたなあと思って、喜んでおると

ころでございます。 

私は今課長がおっしゃいました、知っていてやらない、住民から上がってこないからやれないん

だというのは、おかしいと思います。そういう場所が、まだこのほかに寺地というところにもあり
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ます。それから私、ちょっと本当に青海地域のことばっかり言って申しわけないんですが、青海に

は青海何番地という地番がありますけれども、行政名なのかもしれませんけど、とてもすてきな名

前がたくさんあります、愛宕町とか桜木町とか、港町、弥生町というのもありますね、諏訪町、い

ろんなそういうすてきな名前を呼んでいるんですよ、それは行政区名で呼んでるはずです。ここか

らここまでは弥生町で、ここからここまでは北斗町とか、本当に昔の懐かしい北斗町という名残が

あるのにもかかわらず、住民の皆さんは大字青海何番地で使ってらっしゃいます。とても読みづら

いというのがそうです。先ほど市長も答弁の中に、緊急車両、それから他地区からの訪問者は、家

を探すことが難しい。郵便物などの配達物の誤配が生じやすいという条件が、ぴったしここに合っ

ているんです。ですから承知しててやらないんじゃなくて、住民から声が上がらないんでやらない

んじゃなくて、みずからプロジェクトを立てて、先ほども申しました、長く時間はかかります。で

すから、ぜひそのところを、もう一度お願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

検討すると言ったのは私が住民懇談会、そしてまた各地区の区長さん方、いろいろと今要望だと

か、また、いろいろとご懇談の中で話する中において、そういった声は一つも聞いておりません。 

今ほど笠原議員のご質問のように、非常に混乱をしておるという今状況は、私は感じておりませ

んわけでございます。そのようなことで検討すると言ったのは、そういう声があるのか、ないのか。

まず、そこから検討させていただいて、そしてやはり笠原議員の発言のように、これには時間がか

かるわけでございます。時間がかかるというのは、それだけ大変な労力というものを、エネルギー

というものが必要になるわけでございまして、糸魚川の地域も一つに住居表示が変わったのも、そ

う簡単にはいってなかったと思っております。非常に、それすらも混乱の一つであったというとら

え方をしてる中においては、やはり取り組みにはそれなりの決断なり、また、それなりの住民の

方々のご理解があって、初めてなるわけでございますので、その辺を考えて、するという検討では

ございません。する今状況にあるかどうかという検討を、させていただきたいということでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

大変な仕事ということを認識していただきまして、私はこの住居表示については希望を持ってお

ります。いったん６月議会でも、私、標識の実施について質問したことがございます。やっぱりだ

れにでも、どんな子供たちにでも高齢者でも、わかりやすい標識であったり、住居表示、字のごと

く表示というのは、わかりやすいということなんですから、家を１軒１軒訪ねて、お宅の家は何番

地の何番だけどだれだねえということじゃなくて、子供でも、うん、そこの家はここだよと教えて

あげられるような表示にしていただきたい。法律でもうたわれております。合理的なものでなくて
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はいけないということで、法律も認めておりますので、ぜひ取り組んでほしい。 

地元から声が上がってこないからやれないんじゃなくて、率先してやっていただきたい、そう思

っています。長期的なプロジェクトを立ち上げて、費用対効果に見合わぬということじゃなくて、

やれないのでなくてやってほしい、知恵を出していただきたいと思っております。 

１番目の住居表示はこれでおわりますけど、期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

続いて、２番目の介護保険制度の市内の現状をお聞きいたしました。ベッドを空けるのは、大変

難しいとお話してらっしゃいますけれども、この介護療養型医療施設というのは、皆さんももうご

存じだと思いますけれども、元気で頑張っていろんなことをやってても、どうしても病気になって

脳のダメージがありますと、胃ろうとか経管栄養とかという状態に必ずなってしまいます。自然と

いうことじゃなくて、どうしても脳のイメージが。認知症の方でも、そういうふうになっていって

しまうことが。脳内出血とか脳梗塞とか、そういう状態になりますと、大体寝たきりになって、介

護５のものを受けることになってしまいます。 

でも糸魚川では、今、受け入れが青海病院とおっしゃいました、青海病院なんです。でも今、待

っている状態で、待つだけの身であってはいけないと思ってます。糸魚川には大きな中核の病院が

２つあります。そこの病院の病床、ベッドを空けていただいて、どうしても遠くにお願いに行かな

きゃいけないという人がおります、たくさんいらっしゃいます。胃ろうになったり経管栄養、経管

栄養というのは、鼻から栄養を入れる状態でございます。そうなっちゃうと本当に家族が在宅でみ

なさいと言っても、とても大変でございます。心労も出てきます。それで皆さん何をしますかとい

うと、相談を受けたときに、５つぐらいの病院の紹介状を書いていただけるんです。それを自分で

病院を探さなきゃいけないんです。 

老・老で、お父さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんを介護するときに、自分で病院を探

して歩きます。糸魚川では青海病院はいっぱいですので、もう入れないというのは、皆さんわかっ

てますので。といいますと、今度は富山県の方にまで足を運んで、なるべく自分の近いところにほ

しいということで探し始めます。とっても大変な作業です。納得して入れてくださいと言われます。

でも一生懸命探して、何とか入れていただいても、それも順番待ちでございます。どうか糸魚川の

２つの大きな病院の中で吸収できるものがあればぜひ、医師会の人たちと、まだお話を一度もやっ

た経緯がないとおっしゃっておりますけれども、それをお願いしていただけないでしょうか。ちょ

っとそこをもう一度お願い、確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

糸魚川には中核病院ということで、糸魚川総合病院と姫川病院があるんですが、この２つとも急

性医療の関係をやっておりまして、慢性病棟にはなってないということですので、介護療養型もな

いですので、それについてはすぐ対応というのは、なかなか難しいのではないかなというふうに考

えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

即対応ということはできませんねというのは、今まで医師会の方たちと協議をされた経緯があり

ませんもんね。今から始めていっていただけませんでしょうか。２０１２年に、また介護制度が変

わってきます。先ほど市長がお話されたのも、１２月３日に新聞に載っておりました。制度が変わ

っていくのはわかるんですけれども、今現実に、これは地域の住民が困っている現状でございます。 

先日も私、黒部温泉病院の方に行ってまいりましてお話聞きましたが、糸魚川から療養と医療型

で３０名の方が伺って、お世話になっております。大変なんです。高速に乗っても１,１５０円、

往復で２,３００円。１日かかって、行って帰ってくるお年寄りの方にもお会いしました、家族の

方にもお会いしました。何とか糸魚川でやってもらえんだろうかと話をしてますので、ぜひ。 

糸魚川には、本当にショートステイもあります、それから新しくまたデイサービスも出てきまし

た、それからパワーリハビリといういい機械を買って、それで元気な高齢者をつくるということで

頑張ってます。一番最後の週末期に入ったときにないんです。私も皆さんも、必ずそこにお世話に

なるかもしれないんです。その病院が糸魚川にないということは、私、施設を建ててくださいとは

申しておりません。何とか先ほど申しました姫川病院さん、あるいは糸魚川病院さんのベッド数を

空けていただきたいということで。胃ろうとか経管をやってられる方は、今、大体４７名ほど市内

にいらっしゃると聞いております。１００人も２００人も入れてくださいとは言っておりません。 

本当に困っていて、それから糸魚川で家族をみて、それから申しわけないんですけど、独身の男

性の方が自分の親をみるというのは、とってもこれ大変なことなんです。どういうふうにしたらい

いかということは本当に迷う、自分でもうどうしていいか本当に迷って、悩んでいらっしゃる方が

大勢いらっしゃいます。そういう方のベッドを空けてくださいということなんですから、施設を建

ててくださいと私は申しておりません。施設がふえればふえるほど、介護保険料が高くなるという

ことは、私も承知しておりますので、そのベッドを空けていただくことを、医師会さんの方に相談

してほしいということなんですけど、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

実情的なものは十分わかるわけですけれども、医療と介護の壁があります。そういう点では、両

病院の方もそういう施設にしようと思えば、病院の方は転換できるわけですけども、転換をしてな

いというのが実態であります。 

それから市外の施設に入所してる方も、今、介護療養型ですと、おおよそ５０名が市外の施設に

入っております。それと特老とか老健も含めますと、７０人前後になろうかなということで推測し

てますけども、そういう点では、じゃあどれぐらいのベッドを確保すればいいのか、期間はどれぐ

らいか。それからなおかつ終末期を迎えて、移送ができるのかどうか。そういう面も含めまして、

いろんな問題点があるんではないかなというふうに考えております。もう少し研究をさせてもらい
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ます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

ぜひ、今まで医師会さんとお話してなかったというのは、私、ちょっとショックです。本来であ

れば姫川病院さんにしても、糸魚川病院さんにしても、糸魚川市からある程度の医療機器、あるい

は緊急対策、支援として、多額なお金が支援されているわけでございますから、市長、その部分と、

また本当に住民が身近に困っていることがあるわけですから、段階を追って、まず医師会さんと相

談していただきたいと、本当に切に切にお願いしたいです。 

先日、介護をしている家族からお手紙いただきましたので、ほんの一部、紹介させていただきた

いと思うんですけども。市内の病院に体調を崩して、介護５の介護医療になってしまった。３カ月

過ぎて退院したということなんですけれども、まず、私も先ほど申しましたけど、５つの紹介状を

持って飛び回っておりました。でも富山の方の県内に決めて、今通っておると。 

最初は条件として、毎週１回通わなきゃいけないという条件がついてたと、今もついております。

でも、だんだん足が遠のいてきてしまってねって。おじいさんの声も表情もわからなく辛いです。

でも、私、一生懸命働いて、働いたお金を持って運んでいる自分が辛くなりましたと。せめておじ

いさんをみてあげて、糸魚川の病院で治療できたら、こんないいことないんですけどねと、そうい

うお手紙でした。本当に身につまされる思いです。 

今元気であっても、脳にダメージを受けると即そういう状態になって、そしてまず糸魚川病院さ

んの第５病棟というところがありまして、そこに入ります、３カ月ぐらい。そこからが大変なんで

す。探すんです、一生懸命探すんです。ないんです、糸魚川には。だからベッド数を空けて、条件

をしっかりと見きわめて、そういう困っている人をあげてくださいということなんです。だれでも

かれでも、病院に入れてくださいということじゃないんです。在宅で、一生懸命頑張っている私の

お友達もいらっしゃいます。家を改造して、一生懸命みてらっしゃる方もいらっしゃいます。そう

いう方は本当にまだ恵まれてまして、頑張れ、頑張れということで周りで応援していただいている

んですけど。 

本当に自分も年とってるのに、例えばおじいちゃんがそうなった場合、お母さんは車運転できま

せんので電車で行きます。本当に大変な労働です、心身ともに疲れております。そんなことも踏ま

え、ぜひ医師会さんと相談してお願いしてください。市長、どんな考えかお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

まさに笠原議員ご指摘のとおりと私も認識しております。しかし今、医療の現実、現場というの

は非常に厳しいものがあります。今、糸魚川総合病院さん、姫川病院さんは、非常に今我々の地域
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医療を担っていただく。特に、救急医療を担っていただいとるわけでありますが、その現実の中で、

非常に医師不足という状況を今賜っとるわけでございまして、それに対する今行政も、支援をさせ

ていただいているわけでございます。 

そういう今の直面しておる問題が大きい状況の中で、そういった医師の派遣とかいろいろ大きな

問題がある中で、今ご指摘の問題につきましては、非常に富山県とそういった連携をさせていただ

く中で、今お世話をいただいとるわけであります。我々の地域は、他の新潟県の中においても恵ま

れた地域だと言われてるわけであります。人口の割には医師が多かったり、病院の数が多かったり

ということで、県にもお願いいたしておりますが、そういう状況の中で、我々は地域医療を今やら

なくちゃいかない。 

そして議員のお示ししとることも理解できるわけでありますが、今この地域の中では、そこまで

手が回らなくて。と言いながらも富山県との友好的な中で、今つながりを持たさせていただいてお

るわけでありまして、私も当然、笠原議員のご指摘しとる点については、解決、解消していきたい。

当然、我々の身の回りにも、そのような状況の方もおられるわけでございます。そういうこともお

聞きしとるわけでございますが、現実を考えた中で、今対応をさせていただいております。 

今非常に医療の現場というのは、目まぐるしく変わってきとるわけでございまして、今それに対

応させていただいとるわけでございますので、ご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

先日、こういう医療部会報告書というのを見せていただきました。この中に、今市長がおっしゃ

られたように医師不足。何で医師不足なのかというと、この糸魚川という地域に、ある程度あきら

めを感じているお医者さんが多いということがわかりました。これは本当に糸魚川の地域の医療に

ついて、警鐘を鳴らしているもんだと思っております。 

確かに大変な課題だと思いますが、ぜひそういう困っている、本当に現実に困ってるその目の前

のことも、遠く長期的な視野で見る方法ではありません。これは現実的なものでございます。ぜひ

取り組んでいただきたいと思います。 

３番目の質問に入らせていただきます。 

男女共同参画でございますが、２回目の質問です。女性議会の早期実施についてということでご

ざいますが、市長は今一生懸命に地域に入られて懇談会をやっております。本当に精力的にやって

るなと感じております。 

その中でも女性の参加の中で、意見を集められているということでございますが、それも本当に

１つの方法として、大変よいことだと理解しております。ただ、いかがでしょうか。地域懇談会に

行かれて、市長と語る会にお出になって、女性の参加率はどれぐらいでしょうか、教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 
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市長との懇談会、２３回ですか開きまして、場所によってはたくさん女性の方が見えられた地区

もありましたが、大方は男性の方が８割ぐらいだったと認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

あとの２割が女性ということでよろしいですね。大体こういう市長と語る会とか、あるいは何か

やるというと、大体そこの家のお父さん、ご主人が出てくるのが通例でございます。これは糸魚川

の本当に長い歴史の中で培われてきた現象だととらえています。そういうのは父ちゃん、隣近所の

お掃除する掃除当番で、きょうは下水掃除だからというと大体奥様たち、あるいはおばあちゃんた

ちが出てくるのが糸魚川のとらえ方でございます。そういうところへ行って偉そうなことを言うと、

後で何言われるかわかんないから、父ちゃん、行って来ないって、こういうのが糸魚川の現象です。 

そういう中で、私はなぜ女性議会の提案をさせていただいたかと申しますと、この議場をお借り

する、それから大勢の方に意見を聞く。糸魚川にはまちづくり課にも、ムーブというある団体で一

生懸命やってらっしゃる方もいます。それから生涯学習課では、女性ネットワークというのがござ

います。本当にさまざまな分野で、皆さん一生懸命やっていらっしゃるんですけれども、市長懇談

会と同じで、そこのところだけで話すると終わっちゃうんです。言って終わりなんです。何とか後

は行政がしてくださるだろうと、自分の思いを言うことなんです。でも、こういうきちっとした議

場の中で女性たちが会議をして、自分の言動とかそういうものに責任を持って、いいものが生まれ

てくるんじゃないかということで提案させてもらいました。 

子供議会というのも過去にやったところがあります。女性議会がなぜできないのか、もう一度お

願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

お答えをいたします。 

議員おっしゃるように、女性議会が女性の皆さん方のさまざまな課題を行政が受けとめる有効な

機会であるということは、おっしゃるとおりだと思います。なぜできないのかということではなく

て、ただ、女性の皆さんとのやり取りの形もいろいろあろうかと思います。女性議会という形を行

政の側から提案をするというよりも、女性の皆様方の取り組みの機運、その自主的な取り組みを受

けて、そういう形も可能になるかというふうに考えております。 

他市における取り組みの事例等も、いろいろ情報はございますが、やはり女性の皆さん方が、み

ずからそういう議会を通して意見を発信しようという、その機運を私どもとしては、ぜひ持ってい

ただきたいと。言ってみれば、そういう状況をつくるように、今後も女性の皆さん方の団体との話

し合い、あるいはそういう中で、１つの方向として検討をしていきたいというふうに考えておりま

す。できないということでは決してございませんので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

機運を待ってるという言葉なんでございますけれども、機運を出すとだめになってしまうんです、

これ糸魚川の現状なんです。やりたいんだけど、お願いします、日程まで決めてやった経緯がある

んです。ぜひやらせてほしい、みんなでまとまって、いろんな意見やってやるからお願いします、

やりましょうよと言った経緯があります。機運を出すとだめなんですよ。だから、そういうのがた

くさん、ふつふつと今持ってる状態です。 

ですから、ちょっと行政の方でプッシュしていただければ、皆さんが、さあやろうというのはで

きるんです。だから機運がないからやらないとか、皆さんがそういう気持ちになってくるまで、機

が熟すまで待ってるんだ、実が熟すまで待ってるんだということじゃなくて、ちょっとアタック、

ちょっと押してあげる。これからは、そういう行政じゃなくてはいけない。 

みんな今、声を上げなさい、声を上げなさい。声を上げるとだめになるんです、なりました、な

った経緯があります。皆さん、変わるからですよ、課が。責任がなくなっちゃうんですよ。それが

どこかへいつの間にか行ってしまっちゃって、実際に８月の日にちまで決まりました、１７日にや

ろうやという話になってたのが、過去になくなってしまった経緯があります。日にちまで決めて、

市長さんの予定まで決めて、なくなったっていう、そういう経緯があった。それを今課長がお話し

ました、機が熟してくるまで待つということじゃなくて、もうプッシュしてください。 

男女共同参画基本計画の策定も取り組み始めてます。１８年度から１９年度、そういうことで先

ほど答弁なさっておりますので、その入り口です。女性議会は、一歩その入り口なんです。入り口

を押していただければ、必ずいいものがたくさん出てくると私は信じて、今このように話している

ところでございます。ぜひ取り組んでほしい。 

先日、私、広島県の大竹市に視察に、政務調査に出かけてまいりましたが、そこでもやはり自主

的な、こういう方向でいきたいから皆さん公募してくださいといったら、何と５７名の方が公募に

入ってきたそうです。選んで一本釣りしてきたわけじゃありません、公募で出てきた。その人たち

が今もまとまって、最後の成果まで見届けようというシステムを構築しておりました。 

今と同じなんです。女性議会をやるから、どうぞ皆さん、好きなように集まってしてください、

年齢は問いませんよとやってください。そうしますと、大勢の方が必ず出てきます。やれないんじ

ゃなくて、やらないんですよね、それはね。機を熟して待つということは、やれないんじゃなくて、

やらないということで私とらえてます。ちょっと押していただければ、そのようにして大竹市さん

のように。 

それを全部採用したそうです、選んだわけじゃありません。５７名来たから３０人に絞ったこと

じゃなくて、グループ分けをしてやられたそうです。とってもいいお話でございました。これに今

の私の男女共同参画の社会の中で、待つというのはいけません。１８年から１９年度にもう策定、

つくると言ってらっしゃるんですから、その参考にするためには、ぜひそれをやっていただきたい。

いかがでしょうか、もう一度お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

申しわけございません。先ほどの答弁の中で、機運が高まるのを待つというふうに申し上げたと

したら、訂正をさせていただきます。あくまでも待つということではなくて、機運を高めてまいり

たい、そのように。まさにおっしゃるように、行政としてプッシュをしていきたいというふうに思

っております。 

新年が明けまして、女性の団体との懇談の機会も設けてございます。今のご提言を踏まえて、ま

たお話をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

女性のそういう集まりの中で、必ずワークショップというのをやるんですけれども、ワークショ

ップの中で必ずある一定のところまでは上がってくるんですけれども、その先がないんですね。そ

れは、私たちはいろんなところに出て行って発言したいという言葉を、たくさん文書を目にするこ

とがあるんです。ただ、それはちょっと女性の方にも責任があるんですけれども、そこまでは言う

んですけれども、じゃあ今度お願いねと言うと、いや、うちちょっとというのが、ちょっと前の話

でございます。ちょっと忙しくて受けられないわと言うんですけれども、そうじゃなくて、ぜひそ

ういうことが今ふつふつと沸いてる状態でございますので、必ずそれを実施していただきたいなと

思っています。 

市長、最後にお願いします。そこの意向をぜひいかがでしょうか、トップダウンしていただけま

せんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

やはり女性の意見を聞くということは、私はしていきたいと思っております。住民懇談会にご出

席いただいても、私は男女の比率じゃないと思います。出てきた女性は、きちっと意見を言ってい

ただいております。そしてまた今議員ご指摘のように、ムーブとかいろいろ女性の組織、会合の中

では、私も出席する会議もありますし、出席しない会議もありますが、一生懸命ご発言をいただい

ております。 

私は、議会ありきではないだろうと思っております。発言の場というのは、やはりどこにも今あ

るわけでございますし、どうしても議会を設置して、そこでなければ発言できないという方は、当

然、今課長が申し上げましたように、そういった議会を立ち上げてほしいというものがあれば、や

ればいいと思いますし、私はその場所でないと思っております。女性の意見を聞いたり、取り上げ

たりする場というのは、やはりこれから多く備えていきたいと思いますし、また、気楽に発言でき

る場所というのも、私は大事だろうと思っております。 
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以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

笠原議員。 

○７番（笠原幸江君） 

気楽に発言する場所と、言葉を発して責任を持つ場所では、次につながる行動は全然違うと私、

認識しております。 

新しい市になって７カ月ほどになりますけれども、地域と地域がつながるとかいう話も多く聞か

れておりますけれども、ぜひそのつながりの具体的な例として取り組んでいただきたいと、米田市

長に切望しております。よろしくお願いします。 

これで一般質問を終わります。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、笠原議員の質問が終わりました。 

次に、新保峰孝君。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。〔２９番 新保峰孝君登壇〕 

○２９番（新保峰孝君） 

私は、シャルマン火打スキー場について、高齢者の交通費助成拡充、情報ネットワーク整備、権

現荘及び温泉センターの運営についての４点について、米田市長に質問いたします。 

１２月２日、２０３０年の地域経済シミュレーションを経済産業省が試算し、発表した記事が、

翌３日付、新潟日報に掲載されました。大都市圏を除く９割近い地方都市の経済規模が、縮小する

とのことであります。その中でも糸魚川市はマイナス２９.３％、新潟県内で最悪であります。 

小泉構造改革は民間の営利活動を最大限保障しつつ、強いものが生き残ればよいということであ

りますから、大企業の本社が集中する東京に利益、富が一極集中し、地方がどんどんすたれていく

ことになるのは、当然の帰結であります。バブル期を上回る利益を上げている大企業が一方にあり、

景気回復の実感がない多くの中小企業と一般国民が、もう一方にいる現状が、そのことを明確に示

しているのではないかと思います。 

地方自治体でいえば、地方交付税の財源保障機能を廃止し、財源調整機能を大幅に縮小しようと

いうのが政府の考えでありますから、所得の多い大都市圏は豊かに、少ない地方都市は、ますます

貧しくならざるを得ないわけであります。このような状況の中で地方の自治体は、何に重きを置い

て取り組むかが、ますます大事になってきていると思うものであります。 

能生ガス供給所の火災がありましたが、市民の安全に直接かかわる、このような四十数年経過し

老朽化した施設をそのままにして、大規模事業に莫大な投資をしても、市民の暮らしは守れないの

であります。暮らしを最優先にした市政こそ求められていると考え、質問するものであります。 

１、シャルマン火打スキー場について。 

(1) シャルマン火打スキー場建設の総事業費と借金残額、今後の編成計画、年間収支と経営見

通しについてお聞きしたい。 
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(2) 株式会社糸魚川シーサイドバレーとの間で貸借契約をし、年間約２,０００万円で施設の

管理を委託しているが、同じような条件にある能生のシャルマン火打スキー場との整合性に

ついて、どのように考えているか。 

(3) 指定管理者制度導入に当たって、シャルマン火打スキー場の運営、経営について、改善の

ための検討を加えるべきでないか。 

２、高齢者の交通費助成拡充について。 

(1) 高齢者の外出が健康維持に大いに役立っていると思うが、交通費助成がそれらの促進にも

役立つと考えます。積極的に対象をふやすべきではないか。 

(2) 少なくとも、年齢のみの制限にすべきではないか。 

(3) 生活交通確保対策で補助金を出しているが、その分を交通費助成に回し、有効に機能する

仕組みをつくってはどうか。 

(4) 温泉を健康づくりに有効に活用するため、交通費助成を使いやすいシルバーパスにしたら

どうか。 

３、情報ネットワーク整備について。 

(1) 合併協議の際、新市建設計画と同時に財政計画も示されましたが、今後の市の財政見通し

についてお聞きしたい。 

(2) 新市建設計画には、情報通信基盤の整備として光ファイバー網の整備が掲げられているが、

全域を市で整備をした場合、どのくらいの費用がかかるか。維持管理費はどうなるか。施設

設備の更新時はどうか。 

(3) 最小の経費で最大の効果を上げるには、何を伝えなければならないのか、目的をはっきり

させる必要があります。検討したか。 

(4) 能生地区では、難視聴対策としてケーブルテレビが導入されているが、新市建設計画には、

市内全域を対象にしたケーブルテレビの取り組みも可能になると記載されております。市が

放送事業者になることについて、放送法の観点からどのように考えているか。ケーブルテレ

ビはこれまでどおり、難視聴対策としてとらえたらどうか。 

(5) 他の自治体には、地上デジタルテレビ放送を地域情報発信に活用することを検討している

ところもある。これらも情報ネットワーク整備に組み入れた取り組みをする考えはないか。 

(6) 自前のラインを持つことは強みでありますが、市が行う光ファイバー網の整備は、公共施

設を結ぶ範囲にとどめ、あとは民間を活用する方法にしたらどうか。 

４、権現荘及び温泉センターの運営について。 

(1) 温泉経営は、厳しい経済環境での競争の激しさと難しさがあります。勤務する人たちが意

欲を持って働けるようにすることが、サービスの向上にもつながると思いますが、雇用形態、

労働条件等どうなっているか。職員が一体となった運営がなされているか。 

(2) 権現荘及び温泉センターが、地域の農産物、加工品の販売促進等、地域経済振興の一翼を

担うためにも、積極的な取り組みが必要と思うがどうか。 

(3) 地元の民宿、旅館との共同事業等、地域で共存共栄するための取り組みは、どのように行

われているか。宿泊、日帰りの地域別割合はどうなっているか。バス代補助削減の経営への

影響はどうか。 
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(4) 今後の経営方針についてお聞きしたい。 

以上、１回目の質問といたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

新保議員のご質問にお答えいたします。 

１番目のシャルマン火打スキー場についての１点目、スキー場建設の総事業費は約４３億

４,６００万円であり、起債残高は、平成１７年度末見込みで１８億１,３００万円であります。 

今後の返済計画は、地域総合整備事業債が平成３０年度まで、過疎債が平成２４年度までとなっ

ております。年間収支につきましては、施設管理を受託しておる火打山麓振興株式会社では、平成

１７年度当初売上高を、業務受託収益を含み１億２,３００万円とし、経常利益を５００万円程度

と見込んでおります。 

運営見通しですが、運営改善をさらに進めることで当初計画を達成できる見込みと説明を受けて

おります。 

次に、シーサイドバレースキー場とシャルマン火打スキー場との整合性についてですが、シャル

マン火打スキー場は、旧能生町が運営するスキー場として整備を行い、管理運営業務を第三セクタ

ーの火打山麓振興株式会社に委託し、リフト料金を市の収入としております。 

一方、シーサイドバレースキー場は、スキー場の存続を願う市民が中心となり出資し、設立した、

株式会社シーサイドバレーが経営を行っており、収入、支出すべてを会社が管理しております。市

はスキー場施設を買い取り、株式会社シーサイドバレーへ貸し付けを行うことにより経営を支援し

てまいりました。２,０００万円の委託料につきましては、基本的にリフトなどの市有施設の点検

整備や修繕料の限度額であり、毎年この金額内で最低限必要な整備を行っております。これ以外の

営業経費につきましては、株式会社シーサイドバレーが負担しております。 

このように施設の経営形態に違いがあるため、現状では整合は取れておりませんが、今後、指定

管理者制度の導入にあたり、スキー場の経営方法を含め検討することといたしております。 

３点目のスキー場運営、経営についての改善でありますが、指定管理者制度を活用し、合理的な

運営と経営を図っていきたいと考えております。 

２番目の高齢者への交通費助成拡充について、１点目と２点目、交通費助成の対象につきまして

は、住民懇談会や市長へのたよりなどで、市民の皆様から多数のご意見、ご要望を伺っております

ので、無制限に拡大することは困難でありますが、新年度予算編成の中で、再検討してまいりたい

と考えております。 

３点目と４点目につきましては、高齢者への交通費助成に要する経費が、そのまま市が負担する

生活交通費確保対策助成の増減とはなりませんので、これからは路線バス、コミュニティバス、ス

クールバス、病院バスなどの総合的な検討を行い、その中で高齢者の交通費助成についても、あわ

せて検討してまいりたいと思っております。 

３番目の情報ネットワーク整備についての１点目、新市建設計画の財政計画につきましては、三

位一体の改革などを想定した上での計画であり、今後の地方交付税見直しの動向にもよりますが、
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現段階では概ね計画どおりと考えております。 

次に、全域を市で整備した場合の費用ですが、糸魚川地域と青海地域を、能生地域と同じような

ＣＡＴＶ事業で整備した場合には約５７億円程度が見込まれ、維持管理は約５％未満と仮定して、

毎年約３億円弱で、施設整備の更新は概ね２０年程度として、電送路や設備機械などの更新に約

２５億円程度かかるものと思われます。 

３点目の目的についてですが、地域情報の共有やさまざまな行政サービスについて情報通信技術

を活用し、さまざまな住民ニーズに対応するため、市民を交えた情報化委員のご意見をいただき検

討しております。行政としては、住民サービスの向上や事務事業の効率化を図ることを目的にして

まいります。 

４点目、市が放送事業者になることについてですが、能生地域が難視聴地域でありましたことか

ら、平成３年に有線テレビジョン放送法による許可を得てテレビ放送施設を設置したもので、難視

聴対策や自主番組放送の配信など、地域の情報化において重要な役割を担っていると考えておりま

す。 

５点目、地上デジタルテレビ放送の活用についてですが、デジタル化によりまして見るテレビか

ら参加するテレビへとその用途が広がることから、地域情報化の推進に活用できるものと思ってお

ります。その場合、通信との接続も必要になってくると思われます。 

６点目、公共施設間の光ファイバー網の整備についてですが、公共ネットワークは行政情報やサ

ービスの提供、施設予約のほかセキュリティー確保の面もあり、行政が主導的に実施することが望

ましいと考えております。 

それ以外の部分についてはさまざまな手法があり、現在、詳細な検討を行っております。 

４番目の権現荘及び温泉センターの運営についての１点目、雇用形態、労働条件などについてで

すが、勤務している職員は、それぞれの職場によって違いますが、早番、普通番、遅番の勤務形態

で実施し、職員一体となってローテーションを組んで対応いたしております。 

２点目の地域経済振興の一翼を担うための積極的な取り組みについてですが、豊かな海、山の食

材をはじめ地元企業の温泉饅頭、笹寿司などの販売を積極的に行うことにより地産地消を促進し、

地元企業、農家の経済活性化に努めているところであります。 

３点目の地元の民宿、旅館との共同事業などの取り組みと、地域別割合についてですが、地元の

民宿、能生町観光協会、能生町商工会とタイアップしたイベントや体験交流を行うとともに、現状

や課題をそれぞれと話し合いながら、お互いに発展するよう協力いたしております。 

平成１６年度の地域別割合は、宿泊では、県内４４％、関東２８％、中部１７％、北陸４％、近

畿４％、日帰りは、概ね県内のお客様となっております。 

また、バス補助の削減が主な原因であるかは定かではありませんが、柵口温泉センターの老人利

用者数は、１１月末現在、昨年より２,０２４人の減少となっております。 

最後のご質問であります、今後の経営方針につきましては、この施設は地元の雇用の場、地域振

興に大きく寄与しているところであり、当面はリピーターをはじめ新規のお客様の利用拡大に努め

るとともに、経費の削減により経営収支の健全化を図ってまいりたいと考えております。 

しかし、宿泊施設等の自治体経営が全国的に課題となっておりますことや、指定管理者制度の導

入など、将来的には民営化の検討が必要であると考えております。 
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以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

スキー場の建設事業費が４３億円ということで、まだ１８億円残っているということであります

が、このほかにも関連のいろんな費用が、かかっているんでないかと思います。こういう非常に多

くの投資をして、しかし三セクだけでなくてスキー場そのものを見た場合に、大変大きな赤字とい

いますか、市の方からの持ち出しが大変多くあると。これは改善を図っていかなければ、いけない

というふうに思うんですけども。 

先ほど答えられたのは、三セク火打山麓振興株式会社の関係でありますけども、スキー場の関係

で１億円を超える繰り入れですよね、赤字といいますか、こういうふうな形を、今の形をそのまま

続けていかれるのか。この後の関係もあるんですが、指定管理者制度導入までに、取り組むべき課

題があるんでないかと私は思うんです。 

改善を図るという点で、三セクじゃなくてスキー場全体ですね。そういう点で、どういうお考え

かというのを聞きたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

まず、シャルマン火打スキー場につきましてですが、いわゆる建設当時からシャルマン火打スキ

ー場の運営管理という点で、火打山麓振興株式会社が設立されておるわけでありまして、いわゆる

経営という形の中では動いてないというのを、ご認識をまずいただきたいと、このように思ってお

ります。 

したがいまして、いわゆる町営のスキー場ということでスタートしたわけでありますので、その

管理運営にかかる費用については市が負っていくということになろうかと思っておりますし、ただ、

その運営の中身につきましては、例えば人件費でありますとか、いろいろな維持管理費等につきま

しては、当然、改善すべきものは、今後とも出てくるでありましょうし、また、ことしの１７年度

のスタートにおきましても、その中身について、いわゆる即改善すべきものはないか、そういう検

討をしておりまして、委託料の削減に向けて研究をしてる最中でございます。 

また、もう１つは委託料の支出に伴いまして、いわゆる収入の部分も当然あるわけでありまして、

リフト収入の増高、そういったものもあわせて行っていかなければならないということで考えてお

ります。 

また、指定管理者制度の導入につきましても、そういう中でいわゆる管理運営というような点で、

今後も考えておりますし。ただ、今後、指定管理者制度になりますと、いわゆる利用料金制という

形で出てこようと思っております。そういう中におきましては、スキー場の経営という点も、当然、
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検討しなければならないということになりますので、その点についても、今後さらに検討してまい

りたいと、このように思っております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

指定管理者制度が、来年の４月からやりたいということですわね。その４月に向けて、ほかの指

定管理者制度を、今回、２年間暫定的に取り入れる。そういうところと、このスキー場とを同じに

考えるんじゃなくて、４月までにもう少しこの経営、管理運営の内容を、わかりやすくする必要が

あると。 

そのためには、市の職員が２名派遣されてるわけでしょう。そしてリフトの利用料金も、一般会

計に入ってると。今のまんまの形で４月以降もいったら、今のまんまずっといっちゃうんじゃない

か。どこに問題点があるか、どうすればいいかというのが、わかるようにする必要があるというふ

うに私は考えるんです。そのために何か４月以降改善を図る、４月以降までに、こういうふうにし

ていく必要があるというのはないのかと。ほかの施設と同じで、今までどおりでずっといくのかと

いうのを聞いているんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田村商工観光課長。 〔商工観光課長 田村邦夫君登壇〕 

○商工観光課長（田村邦夫君） 

お答えいたします。 

先ほど申し上げましたように、いわゆるこのスキー場につきましての運営ということについて言

えば、いわゆる運営、管理という形での発足した会社でございますことから、当然、指定管理者制

度の導入となると経営と。いわゆる会社が、リフト収入・支出とも受け持つということに一歩近づ

くわけでございます。 

したがいまして、私どもが内部で今検討しておりますのは、いわゆる４月実施が果たして間に合

うのかどうかという点もございますし、いわゆるこの指定管理者制度の実施期限が、来年の９月ま

でということになっておりますので、もしかしたら４月の実施には、同一歩調が取れない場合もあ

り得ることも想定しながら検討しております。 

と申し上げますのも、一方には糸魚川のシーサイドバレースキー場もあるわけでありまして、今

これは市の貸し付けという中で、運営、経営をしてるわけでありますので、基本的には指定管理者

制度の中では、取り組めないような状況になっておりますけれども、これも同じような土俵の上で、

それぞれのスキー場を見ていくという形でいくならば、そこら辺の検討も今後必要であると、この

ように考えておりますので、しばらく時間がいるのではないかというふうに考えております。 

特に、シャルマンの場合の運営管理会社であります火打山麓振興株式会社についても、役員会な

り、あるいは株主なりの理解、そういったものが今後必要でありますし、多少の時間が必要になっ

てくると、このように思っております。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

火打山麓振興株式会社は、シャルマン火打スキー場と大平やすらぎ館、グリーンメッセ能生の、

この３つの施設の管理受託をしているわけですよね。この経営改善していく場合に、先ほど言われ

ましたように、スキー場のリフト収入をふやすとか、あるいはいろんなむだをなくするとか、いろ

んなことをやらなければいけないと思うんです。 

そのために先ほども言いましたように、今までどおりの形ではなくて、それぞれの３つの施設が、

どういうふうになってるかというのを明らかになるような形に、４月に間に合うかどうかという今

話でありましたけども、その前にきちんとしてそこに入っていくと。抜本的な検討を、その先に加

えていくということが、必要ではないかというふうに考えます。そういう問題点がわかりやすくな

るような形にしてから、指定管理者制度に移行していくんだということでよろしいんですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ほど整理とか、きちっとと言うんですが、ご存じのように合併協議の１つの条件といいましょ

うか、中におきましては、全部引き継ぐという形で今入ってきておるわけでございまして、スキー

場もその施設であるわけであります。そして、そのスキー場の形態といいますのは、管理運営を第

三セクターで受け持っておるということでございます。 

指定管理者に入っていくには、やはり経営的な１つの観点からも、とらえていかなくちゃいけな

いわけでありますし、そうなりますと今までやってきた１つの形態の中を、また整理をしながら、

そして例えば合併のときの条件そのままで、入っていけないということでございますので、その辺

を地域の皆様方、または第三セクターの方々と協議をしながら整理をしないと、その次の段階に入

れないと思っておりますので、まず、その経営改善とかそういう前に、そういった今の引き継いだ

施設の形態を、もう一度きちっと整理をする中で、進めていかなくてはいけないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

そういう問題点が明らかになるような形にする。そして、それをどういうふうに解決していくか

という取り組みをやると。市の投入額ですね、１億円を超えるその当入額のそれを削減していくと、

改善につなげるということが、必要ではないかと思います。ぜひそういう取り組みを、お願いした

いと思います。 

当初、このスキー場の計画の際に、コンサルタントが出した見込みでは、開業初年度から黒字で、

４年目以降１０万人のお客さんが、維持されるというふうになっていたんではないかと思うんです
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よね。現在４割しかないと。結果的に、こういうずさんな計画でスタートしたことが、間違いのも

とだったのではないかというふうに私は思います。いろんな取り組みをやる場合には、こういう点

は十分留意していく必要があるというふうに思います。 

火打山麓振興株式会社は、市が５０％出資する会社であります。米田市長が代表取締役社長にな

っております。シーズン途中で、人員整理するという話を聞きましたけれども、突然に再就職のあ

っせんもせずに、放り出すようなやり方はいかがなものかというふうに思うんですが、いかがでし

ょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

確かにスキー場運営は、非常に厳しいものがあるわけであります。そして私はやはり基本的には、

この雇用の確保、地域振興というものの観点に立って進めていきたいわけでございますが、しかし

今ほど新保議員ご指摘のように、やはり経営もただ単に、管理運営さえすればいいということでは

ございません。経営もやはり進めていかなくちゃいけないわけでございますので、非常に今は厳し

い観光ニーズ、スキーニーズというのは厳しい状況にあるわけでございまして、その辺をやはり経

営的観点からも、判断をしなくちゃいけない部分もあるわけでございますので、必ずしも管理運営

だけではないということも、頭に置いていただきたいわけでございましての判断でさせていただき

ました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

民間会社でも、いろんなリストラ、合理化をやるときにも、やっぱり就職のあっせんというのは

やると思うんですよ。市も絡んでいる会社ですので、純然たる民間会社じゃなくて５０％出資して

いるわけでありますから、当然、そういう再就職のあっせんということも頭に入れながら、対応す

る必要があるんでないかというふうに思います。 

この件は、経営者の責任が大きい問題だと思うんですよ。この事業を取り組んできた、そういう

経営者の責任が大きいと。その点をわきまえて、今後とも取り組んでいっていただきたいというふ

うに思います。ぜひ先ほどの就職あっせんの点、そういうことについても留意して、取り組んでい

ただきたいと思います。 

高齢者の交通費助成拡充の点でありますが、旧能生町で実施されていた事業と同じく、７０歳以

上の方に年間８,０００円の交通費助成をした場合、どれだけの対象者になって、助成額がどれだ

けふえるか、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 
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お答え申し上げます。 

能生町の場合は、７０歳以上の高齢者に対しまして年間８,０００円のバス代を補助しておりま

した。そういうことから申しますと、新市になりますと１万５,０００人の高齢者になります。

８,０００円を掛けますと、１億円以上になるということで計算をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

生活交通確保対策運行補助事業補助金は、予算で１億５００万円計上されております。うち市の

負担が約６,７００万円であります。その路線が赤字になったら、それについて補助を出すという

ことなわけですよね。県からも出てるわけでありますが、同じお金を出すんであれば、高齢者の方

たちにバスに乗ってもらう形で出した方が、よほど有効に使えるんでないかと私は思います。 

定期券の学生割引で、１５キロ以上の場合、８割引ということであります、糸魚川バスですね。

高齢者交通費助成の４,７００万円と、生活交通確保対策運行補助事業補助金での市の負担分

６,７００万円を合わせれば、１億１,０００万円になります。６５歳以上の方たちの無料シルバー

パスができないか、糸魚川バスと交渉する気はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

先ほど市長の方からも答弁しましたとおり、高齢者への交通費助成にかかった経費が、即、市の

方で負担します生活交通確保対策補助金の減になるかというと、なりませんので、その辺について

はもう少し検討を要するということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

タクシー券の分もありますけど、バスだけではありませんけども、基本的に同じ金を出すんであ

れば、有効に使えるような形にした方が私はいいというふうに思いますので、ぜひこういう点も考

えていただきたいと思います。 

いろいろとそのほかにもありますけども、制度をやってますけども、例えばその乗車率が、２人

とか３人とか非常に少ないですよね、ところが路線が多いわけですよ。高齢者の方がそこに乗って

もらえば、５人なり１０人なり乗っても、２０人、３０人乗っても、バスの運行は大して変わりな

いわけです、経費は。ですから、大勢乗っても少なくても、糸魚川バスの方の経費は大して変わり

ないと。そういうことを考えれば交渉して、もっと大勢乗れるようにした方が、同じ金を出すんな

ら、よっぽどいいんじゃないかというふうに思うんですけどね、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

バスの問題は非常に難しいといいますか、今いろんなコミュニティバスであるとか、こういう問

題が出ていますけども、バス会社が昼間じゃあいっぱい乗ってもらえるのは、どんなような形にな

るかというと、バス会社の運営は朝晩の人件費で決まるわけです。今の場合、朝晩どうしても必要

な台数を確保して、昼間は遊ぶような形になって、そこでどれだけでも乗ればいいというわけなん

ですけども、実際に今の状況からいったときに助成を出したらバスに乗るという、確かにそういう

面もありますけども、バスは常に走っとるわけですので、金を出せば乗れるというような問題もあ

りますし、平均人数が、もう乗車密度が、もうしばらくすると２人台というような状況に、トータ

ルでなってくるということになると、なかなかそういうことで、じゃあそれは無料にするというよ

うなことは。 

実際に無料にして、金を払っていただければ非常にありがたいんだけど、なかなか難しいだろう。

そうすると、そこへ何人乗ったからということで、市がまた補助金を出すということになると、ど

うしてもダブったような形で金が出ていくというような感じで思ってまして、直ちにそれが。今ま

でも金を出した人が乗らないことになりますので、無料だということになると、営業的にはどうか

なという感じがしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

例えば、温泉の割引券があっても、交通費の方が高くなってなかなか行けないと、しょっちゅう

行ってるわけにいかないということもあるわけですよ。健康づくりに、私は温泉というのは非常に

役に立つと思うんですよ。もっと高齢者の方が外に出れるような、そういう形でぜひ検討していた

だきたいと思います。 

それから若い人たちと同居といっても、いろいろ条件が違うと思いますよね。車がない、免許が

ない人もいると思いますし、働いていては昼は送迎できないと。対象は年齢のみの制限にした方が、

だれもが納得できるんではないかと思います。こういう点について、いま一度お答えをいただきた

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

先ほど市長の方からも答弁しましたとおり、対象者とか金額につきましては、新年度予算の中で、

再度検討させてもらいたいと思います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

今後、市の財政は一層厳しくなっていくと思います。先ほど言いました経済産業省のそういう推

計もそうですし、合併の際にも行政側の方で出されました。もう厳しくなるんだよということを言

ってるわけです。そういう中で、それらの点を踏まえた取り組みが必要だと思います。 

情報ネットの点で、３つの自治体を調査に伺いました。常任委員会の所管事項調査と政務調査の

関係でありますが、行った順番に若干紹介したいと思いますが、まず最初に、柏崎市へ行きました。

柏崎市の場合は、公共施設は市が整備して、一般家庭はＮＴＴが設備するというやり方であります。

ＮＴＴはご承知のように、もともと国民の財産という形で、国民がお金を出して築き上げてきた、

そういうものであります、そういう会社であるわけです。ですから、法律で決められてるんですね。

公共施設１カ所の工事費は幾らということになっているんで、それ以上取るわけにいかないと、で

すから整備費は約２,５００万円弱ということになるわけですよ。維持管理はＮＴＴと、それから

地元の３社のＪＶへ、両方合わせて約８,０００万円、年間ですね、そういうことでやってると。 

長沼町の場合は、これは公共施設も一般家庭も町が光ファイバーで整備をしたと。柏崎市も光フ

ァイバーでありますが、長沼町の場合は２９億２,０００万円の整備費がかかっております。人口

の点でいうとご承知ですが、柏崎市は９万４,０００人、長沼町は約１万３,０００人であります。

この長沼町の２９億２,０００万円のうち光ファイバーは１６２キロで、無線基地局が９５局、

１基当たり３５０万円だそうですから約３億３,０００万円で、ほとんどが光ファイバー関連の経

費になっております。 

維持管理は、差し引きして１億２,０００万円ということであります。北海道総合通信網株式会

社に貸し出しをしているということで、その貸出料が入ってくるんで、それと基盤保守費用、年間

１億４,０００万円と相殺して１億２,０００万円ということであります。 

もう１つ、三条市の場合ですが、公共施設は市が整備すると、一般家庭はケーブルテレビ会社が

整備をすると。長岡のケーブルテレビ会社に市が１００万円出資をして、三セクという形で誘致を

して、そこでその会社にやってもらうということだそうであります。整備費は市の関連で５億

５,０００万円、ケーブルテレビ会社の方にそのほかの一般家庭の方の整備をお願いするという、

大まかに言うとそういう形であります。 

維持管理費は年間２,０００万円ということであります。ただし、合併した下田村と栄町ですね、

旧ですが、そちらの方はまだということでありますので、そちらの方は含まれていないと。 

こういうふうに考えますと、いろんなやり方があると。そして市の負担も大きいものから、少な

いものからいろいろある。こういうことを考えれば、私はできるだけ市の費用は少なくやっていく

必要があるというふうに考えて、一番合理的なのは柏崎方式でないかなというふうに思うんですが、

いろいろと検討されたと思いますけれども、こういう点についてはいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 
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お答えします。 

今詳細な検討に入っておりまして、ちょっと具体的な数字までという話は難しいわけで、この前

の総務財政委員会でも申し上げておりますが、すべてＣＡＴＶというか、能生町と同じような方式

でやる方式、それからケーブルテレビ会社にやってもらう方式、それから民間にやってもらう方式

と、３つに大きく分けて方式がありまして、それらを今、比較検討しております。 

最終的には、ケーブルを引くのが目的でなくて、サービスであるとか、住民の皆さんに使ってい

ただかなければならないということを目的にしてやっとるわけでございまして、個人の利用料とか

そういったものまでわかるような、今一覧表の作成に入っておりまして、そういったものがきちっ

と整備できた時点で、また議会とご相談させていただきたいなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

私が調査で訪問した自治体のうち、ケーブルテレビの関係では、その役割、扱いについては、柏

崎市については、自前のラインを持つことは強みだけれども、市の中心部でも採算を取るのが難し

いと。経費がかかり、仕事量も多いので、やらないことにしたということでありました。 

長沼町は、難視聴地域でないので検討しなかったということでありました。 

三条市では、１００万円出資し、第三セクターとして誘致したケーブルテレビ会社の１チャンネ

ルが地域情報ということでありました。 

地上デジタルテレビ放送を、地域情報に発信に活用するということを検討しているというのは、

柏崎市であります。災害時は無線が一番有効であるというのは、７．１１水害等ではっきりしてい

るわけでありますし、ケーブルテレビが有利な面もありますけれども、そうでなければならないと

いうことはないというのが、実態ではないかと思います。財政面を含めて総合的に判断していけば、

なかなかこの点は難しいんでないかというふうに私は思います。 

同時に、放送法で目的に放送の不偏不党、真実及び自立を保障することによって、放送による表

現の自由を確保することをうたっております。これは前の戦争の際のそういう痛苦の歴史から、権

力を持っている者がそういう放送を掌握してやっていく、大変危険だと。権力からの自立が必要だ

ということで、この放送法の目的にうたわれているんではないかと思います。市が放送事業者にな

るということは、そういう面もあるということを、ぜひ考えていただく必要があるというふうに思

います。私はテレビの難視聴対策としてとらえていただいた方が、よいのではないかというふうに

思います。 

次に、権現荘と温泉センターの関係でありますが、少し内容を細かく聞いていきたいと思います

けども、臨時、パート、市の職員、いろいろ形があると思うんですけども、雇用保険とか健康保険

とか、市の職員以外どういうふうになっておりますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 
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権現荘につきましては市の職員が４名、これは正規職員ですが４名、そのほかに臨時が５名、そ

れは非常勤特別職といいますか、嘱託が２名、そのほかにパートが十数名おりますので、おおよそ

２０名ぐらいで対応しておりますが、それぞれ職員の場合は共済組合、臨時につきましては、常勤

臨時につきましては社会保険等の保険に入ってますし、パートにつきましては、それぞれ対応させ

ていただいております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

その職員の方の身分も、実態に合った形できちんとしていただきたいというふうに思います。 

宿直の方、この方は１５時から翌朝の８時半までの勤務だと思いますが、仮眠時間が１２時から

朝の５時までで、それを除くと約１０時間半ぐらいになるんでないかと思うんですが、賃金の方は

８時間分の賃金支払いということで、これは少なくても１０時間半分ぐらい払う必要があるんでな

いかと思いますが、こういう点はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

宿直につきましては、それぞれ勤務形態によりまして賃金等を定めてきておりますので、その範

囲の中での契約だというふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

軽微な労働の場合、労働基準監督署の許可があれば、１０時間半でも８時間にすることも可能と

いうことでありますが、労働基準監督署の許可を受けてますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

労働基準監督署と権現荘、新市になる前でありますが、それぞれ協定を組みまして、これまで取

り扱ってきたというふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

それをもう少しよく確認してくださいよ、確かめていただきたいと思います。 

年金の点についてですが、短時間勤務の場合も年金はつくと思うんですが、そういう点は、年金
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はどういうふうになってます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

個々のものにつきましては、詳細を持ってきてないので答えられませんが、基本的にはそれぞれ

の時間、あるいは雇用形態によって、対応させていただいとるというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

例え週に２日であっても３日であっても決められた日数、年休を取れるようになっているわけで

すよね。それを働いている人たちに伝えて、取ってもらうようにしているかどうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

一般事務と違いまして、それぞれ営業という中での運営になっていますので、先ほど市長が言い

ましたように早番、普通番、遅番ということのローテーションを組みながらやっていますので、そ

の中での対応というふうに思っておりますが、やはり突然お客がふえたり、あるいは突如の宿泊が

来たりということで、その時点での対応の中で、若干やっぱり不具合の面が出てるというふうに認

識をしておりまして、春先からこれらの改善について権現荘担当者と話をし、実態に合ったやはり

一体とした取り組みができないかということで、これまで協議をしてきています。おおよそあらか

じめ予定を組む中で、それぞれ勤務形態を決めて、不測の事態にはやっぱり職員が一丸となって取

り組むということにしておりますが、やはりその都度その都度、急に対応するということでの対応

では、非常に職員も不安であることから、やはりあらかじめ指定した勤務形態を決め、その中での

急遽対応するものは、全体の中で応援していただきたいということでの取り組みを、始めたところ

であります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

市の職員と臨時の方と分けて考えているんです。今臨時の方の方のことを話して、先ほど泊まり

の方ですよね、宿直の方、例えば労働日数が週２日、あるいは１年間の所定労働日数が７３日から

１２０日までの者というところに該当するとすれば、６カ月で３日ですよ、１年間たつと１日ふえ

て４日になるわけですよ。３年働いていれば５日になるわけですよ。その年休が、きちんと保障さ

れていますかということなんです。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

実態をお聞きして、またそれらで適用になるものは、適用していかんきゃならんというふうに思

っておりますので、内部の中で検討させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

ぜひ検討していただきたいと思います。 

それともう１つ、そのパートの方で、例えば宿泊の方の朝食が７時からなんだけども、勤務時間

が７時からとなっていないですか。運ぶ時間がないんじゃないかと思うんですけどね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

権現荘の勤務時間については一定の規定を設けて、その中で取り組んでいただいておりまして、

早番になりますと６時半から就労できるようになっていますので、その中で対応しているものとい

うふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

恒常的なサービス残業がないかどうか、この点もきちんと掌握していただきたいと思います。 

勤務表の点で、以前、これは市の職員ですが、前の日にならないと、あしたの勤務がわからない

という、そういう状況がずっと続いてきたという話を伺いました。これはどうですか、きちんと改

善されましたか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

新市になりまして、特殊勤務手当という角度から権現荘の状況を点検させていただきまして、そ

の中でいろんな勤務形態がわかってきました。そのことから、そういう状況は適切かどうか、実態

が全市の中、あるいはほかのところとバランスが取れているかということでの見直しをし、そこの

職場で働いている方と話をする中で、対応を変えてきたものでありまして、それらにつきましては、

新保議員からお話のあったようなものについて、改善をするということで今まとめたところであり

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

新保議員。 

○２９番（新保峰孝君） 

こういう経済状況でありますので、職員の皆さんがやはり張り合いを持って働けるような、そう

いう職場にしていく必要がある。権現荘はその地域一帯ですよね、あそこに権現荘があって、地域

振興のためにいろいろ施設もつくってきた。そこを何とかせんきゃならんという、１つの通年の核

になっているところだと思うんですね。そういうところで、本当に働きがいのあるような形、そう

いうふうに思えるような、そういう働く環境をぜひつくっていっていただきたいということを要望

して、私の質問を終わります。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、新保議員の質問が終わりました。 

次に、田原 実議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 〔８番 田原 実君登壇〕 

○８番（田原 実君） 

田原 実です。私は地域防災計画と新市総合計画の検討について、通告書により質問してまいり

ます。 

質問１、糸魚川市立東小学校など、避難施設の耐震改修計画及び防災計画について。 

(1) 地震災害時、防災施設、避難施設としての利用が見込まれる公共施設の安全性などについ

て。 

① 中越大震災より１年余りが経過した現在、新市における地域防災計画策定の進捗状況は。 

② 市民の安心のためには学校などの避難施設の耐震性や改修計画の詳細を、市民に周知す

る必要があると思います。市民への周知、避難施設整備計画への取り組み状況はいかがです

か。 

(2) 中越大震災において住宅の倒壊により、多くの人命が失われました。住まいの耐震性の確

保は、最大の防災であるとの考え方を行政みずから防災計画で示し、民間建物や個人住宅の

安全性における行政の責任も明確にすべきではないかと私は思います。糸魚川市の対応を伺

います。 

① 市の事業として、軟弱地盤の土地を宅地にする場合の耐震性確保について。また、軟弱

地盤に建設される建物の建築確認申請受け付け時の構造強度と安全性についての行政対応、

行政の責任をどのように考えますか。 

② 市民参画・市民協働で、市内の建物を地震や災害に強いものにするための取り組みは。 

(3) そのほか、地震や災害に強いまちづくりへの取り組みとして、何点か伺います。 

① 避難誘導の周知徹底と避難路の安全確保について、道路や水路の安全、電柱の強度の検

討、避難場所への誘導案内板設置、市民の理解、家の中にはる避難場所ステッカーの配布

などへの取り組みは。 

② 避難施設などへの非常時の食料や医薬品などの備蓄、調達に関する計画は。 
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③ 自主防災組織、行政、自治会、市民、学校、ボランティア間の連携の取り組みについて。 

④ 赤十字活動と地域住民との連携強化について。 

⑤ 避難施設や避難施設付近への公衆電話の設置について。 

２、糸魚川市をうるおいのあるまちに～新市総合計画の策定に向けた新市建設計画などの検討 

(1) 新市建設計画まちづくりプロジェクトにおけるシンクタンク的機能を持った活動組織と、

市民参画と市民協働について。 

  シンクタンク的機能を持った活動組織というのはわかりにくいので、具体的に説明願いた

い。 

(2) 新市建設計画まちづくりプロジェクトにおける好縁コミュニティ、地縁コミュニティへの

支援体制強化と活動資金援助、まちづくり資金振興基金の扱いについて。 

① クラシックカーレビュー実行委員会などの市民イベント等で実績を上げている団体を好

縁コミュニティ、市民への奉仕に取り組む地域や集落の団体を地縁コミュニティとした場

合、その活動に対して積極的かつ継続的支援体制、活動資金援助をしっかりとし、市民生

活にうるおいを生む市民活動のリーダー育成、組織の育成を図るべきと考えますが、いか

がですか。 

② さまざまな市民が、市民活動費用を活用できるように周知する必要性があると思います。

まちづくり振興基金について中学生が理解できるレベルで、より具体的に説明していただ

きたいと思います。 

(3) 新市建設計画における魅力あるまちの顔づくりの推進について。 

  新幹線開業に合わせた市街地再開発、赤レンガ機関車庫の持つ歴史的価値の保存活用と、

それに連携した中心市街地のイメージアップ事業、季節ごとの特色ある食のイベント、能生、

青海、糸魚川の魅力をつなぐ事業などへの積極的な取り組みは、住む人も、また訪れる人も、

うるおいを感じる魅力あるまちの顔づくりに不可欠と思います。市の取り組みはいかがです

か。 

(4) 自然を生かしたうるおい環境の整備と、地域資源を生かした地域産業の活性化。 

① 自然と人との調和をテーマにした市民や都市住民との交流の場、ふれあいの場を整備す

ることは、うるおいを求めてくる人を対象とした地域産業おこしのきっかけづくりに不可

欠と思います。市の取り組みはいかがですか。 

② 最近開業しました上路山村振興センターなどのコミュニティビジネスのほかにも、全国

に広がりつつある滞在型市民農園クラインガルテン、古民家再生活用、廃校利用、地産地

消なども、うるおいのあるまちづくりの一環として積極的に取り組んでいただきたい。糸

魚川の地域資源を生かした、地域振興のアクションプランへの取り組みについて伺います。 

(5) 新市建設のための行政職員の意識改革などについて。 

  合併して大きくなった新市建設の先頭に立つ行政職員は高い見識と広い視野、柔軟な心を

持ち、５万市民のリーダーとしての自覚を持って務めていただきたい。厳しい現状の中から、

うるおいを生むための行政職員の組織的な意識改革への取り組みを伺います。 

(6) 市民憲章の制定について。 

  市民の心のよりどころとなる市民憲章の制定などについて伺います。 
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  中越大震災は身近な災害として、糸魚川市民にも大きな教訓と課題を与えてくれました。

私は昨年の１２月議会において避難場所の確保、避難路の危険場所の見直し、子供や高齢者

の安全確保、学校と地域との連携、災害時の情報ネットワークの構築、災害ボランティアへ

の対応などについて質問し、学校、地域、消防、警察、医療機関の防災連携をコーディネー

トするのは、行政の役割であるはずだと意見を述べました。１年が経過しました。災害時の

市民の安全確保のために、米田市長は何をしてくれるのか伺います。 

  いま１つの質問では、現在検討中の新市総合計画のその理念や内容を検証したいと思いま

す。 

  新市建設計画の中では、市の将来像を翠の交流都市と定め、その理念を、地域の資源をさ

らに磨き、新たな翠の文化を創造しながら産業や教育、コミュニティなど、まちづくりのあ

らゆる分野にこれを活用して、市民の生き生きとした活動と交流がもたらす活力ある美しい

まちを目指すとしていますが、これをもっと端的に一言で言うならば何か、私は考えてみま

した。 

  それは、うるおいのあるまちの実現ということではないかと思います。「うるおい」とい

う言葉を口にするには、糸魚川市を取り巻く状況は、大変に厳しいものがあります。しかし、

その中で新市をうるおいのあるまちにするにはどうしたらいいのか、市民のルールをつくる

ためにはどうしたらいいのか。そういった私なりの認識論と、新市総合計画とまちづくりに

ついて、市長のお考えを伺います。 

以上、第１回目の質問です。よろしくお願いいたします。 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員の質問途中でありますが、ここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

 

〈午前１１時５４分 休憩〉 

 

〈午後 １時００分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

会議を再開いたします。 

午前に引き続き、田原議員の一般質問を行います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

田原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、地域防災計画の策定につきましては、本年度内の策定に向けて作業を進めてい

るところであります。 

また、策定に当たりましては、これまでの計画を基本とし、昨年の７．１３水害や中越大震災の

教訓を踏まえて策定することにいたしております。現在、素案を作成し、関係する所管課で検討を
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加えている段階であり、今後、防災会議及び県との協議を経て策定することにいたしております。 

避難施設の耐震性と改修計画につきましては、災害時における避難所として公共的施設を多く指

定しており、建築基準法の新耐震基準を満たさない施設は、耐震化の取り組みが必要であるものと

認識しております。これらの施設につきましては、計画的に耐震化に取り組みたいと考えておりま

す。 

２点目の宅地の安全性、宅地の耐震性確保につきましては、市の宅地造成事業は宅地造成規制法

や土木基準等に沿って、擁壁の構造及び埋土、盛土に配慮しなが工事を行っております。 

また、建築確認時の行政の対応は、建築確認申請において基準法に基づく事務処理要領が定めら

れており、市では敷地の位置、道路の種類と幅員などを調査し、県の地域整備部へ経由事務を行っ

ており、構造強度と安全性の審査については県で審査しております。 

市民参画、市民協働の取り組みにつきましては、昨年１０月の中越大震災によって、住宅の耐震

化の重要性が再認識されたところでありますが、古い住宅の耐震化は、ほとんど進んでいない状況

であります。 

市といたしましては、災害に強いまちづくりの一環として、新年度から耐震診断補助制度を新設

する予定といたしており、市民とともに住宅の耐震化に取り組んでまいりたいと考えております。 

３番目の災害に強いまちづくりの取り組みの災害時における災害避難と避難路につきましては、

新地域防災計画では、災害の種類別に避難可能な避難所を示したいと考えており、今後、ご提案の

ありました周知方法を含めて、有効な方法を検討していきたいと考えております。 

また、避難路の安全確保につきましては、平常時から道路、水路などの安全確保に努めていると

ころであります。 

電柱につきましては、施設管理者において安全基準に基づく対策などを講ずることとなっており

ます。 

災害備品などの備蓄につきましては、現在、市として備蓄していくものを検討しており、また、

災害時の調達については、県をはじめ被災していない近隣の自治体などから、調達できるものと考

えております。 

関係機関の連携につきましては、日ごろから地域ぐるみで安全点検に取り組んでいただくなど、

自主防災を基本としながら関係機関が連携を密に、防災活動に取り組むよう努めているところであ

ります。 

赤十字活動と地域の連携につきましては、赤十字奉仕団や安全奉仕団などでは地域の防災訓練な

どに参加し、焚き出し訓練や応急手当の講習などを行っており、今後さらに地域との連携を強化し

ていきたいと考えております。 

避難所の公衆電話につきましては、携帯電話の普及などにより利用率や収益性の低いものはＮＴ

Ｔとして撤去する方向としており、市といたしましては継続を求めておりますが、公共施設などに

ついても同様に取り扱われております。そのため公衆電話を新たに設置することは、難しいものと

考えております。 

なお、災害時においては避難所に臨時仮設電話などの設置や、災害用伝言ダイヤルなどで対応し

たいと考えております。 

２番目の１点目のシンクタンク的機能を持った活動組織につきましては、企画立案や事業実施に
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豊富な経験と能力を備えた活動集団で、なおかつ地域課題解決のために蓄積したノウハウを生かし

て、外に向かって積極的に提案、提言する組織ということであります。産業振興、人づくり、地域

振興など多岐にわたる分野で、市民主体にこうした活動や組織づくりが進められるよう、行政とし

ても側面から支援をしていきたいと考えております。 

２点目のコミュニティ活動への支援体制につきましては、まちづくりサポートセンターを中心に、

事務局活動の支援や相談体制の充実など、すべての市民が、まちづくりに積極的に参加できること

ができる環境づくりに努めており、今後もより機能的で利用しやすい工夫をしてまいります。また、

財政面での活動支援では、補助制度の充実に努めております。 

なお、まちづくり振興基金の具体的内容につきましては、今後の検討課題であります。 

３点目、４点目のうるおいを感じる魅力あるまちの顔づくりや、産業おこしなどにつきましては、

現在、策定作業を進めている総合計画の中でも、新市としてのまちの顔づくりについて議論を進め

ております。ご提案につきましても、その選択肢の１つと考えており、これからの議論の中で検討

してまいりたいと考えております。 

５点目の新市建設のための行政職員の意識改革につきましては、これまで課長会議の中で管理職

としての自覚と自己研鑽を呼びかけるとともに、リーダーとして職員のやる気、能力、信頼の向上

に努めるよう指導をしており、平成１８年度導入を計画をしている人事考課制度の取り組みを通じ

て、継続的な職員の意識改革に努めてまいります。 

６点目の市民憲章は、新市の市民としての意識、新市の一体感を高める効果があると考えており

ますので、市民の手で制定できるよう、今後、市民による委員会を設け、検討を深めていきたいと

考えております。 

市長一人がやるのではなく、市民とともにうるおいのあるまちづくりに努めていきたいと思って

おるわけであります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いをいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、２回目の質問に移ります。 

新しい防災計画の中で、各避難施設を調査、検討をされまして、その収容人員を何名と考えまし

たか。代表的な場所で結構ですので、幾つか教えてください。また、その算定基準はどういったも

のですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

まず、避難所の収容人員でございますが、各施設の収容人員の算定基準でございますが、これは
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総務省消防庁が示された指針を基本にして、屋内避難所につきましては、３.３平米当たり２人と

決めております。また、屋外避難所につきましては、１平米当たり１人を目安と計算しております。 

糸魚川東小学校でございますが、これには屋内運動場が該当してきます。これには９１０名の概

ねの収容が可能と考えております。 

次に、糸魚川小学校でございますが、これは大体育館が該当するということで、約１,１５０名

が収容可能と考えております。 

次に、ビーチホールまがたまでございますが、これにつきましては１,２００名収容が可能とい

うことでございます。 

先ほど言ったとおり、屋内の建物については３.３平米当たり２人を目安と計算しております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

９月議会の会議録からの引用ですけども、防災計画における避難施設は１８０カ所、そのうち公

共施設が１１４カ所、民間施設が６６カ所。公共施設のうち昭和５７年の新耐震構造基準に適用し

た強度を有するものは５４カ所、耐震基準に満たないものは６０カ所。したがって、耐震性がある、

安全であると市が確認できるところは、避難場所全体のうち４７％。残り５３％の避難施設が、耐

震性が不足している、あるいは明確になっていないということになりますが、このことを市民はど

の程度知っているでしょうか。市民への周知について教えてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

市民への周知は、広報紙やまちのホームページを通じてＰＲしています。そのほかにも、ある講

習会、その他の研修会がある場所に、こちらから出向いてＰＲしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

多くの市民は、身近な文教施設を避難場所として認識しています。市内の小中学校で耐震基準に

適用しているところ、いないところはどこの校舎、どこの体育館ですか。９月議会の新保議員の一

般質問と、９月２０日の文教民生常任委員会で説明があったのですが、いま一度ご説明をしてくだ

さい、確認させてください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えいたします。 

まず、新耐震基準適合の学校ですが、小学校では能生小学校の校舎、体育館、それから中能生小

学校の校舎、南能生小の校舎、体育館、木浦小学校、校舎一部でございますが、新耐震基準の適合

でございます。それから浦本小学校、上早川小学校、大和川小学校、西海小学校、これは体育館、

校舎とも新耐震基準適合でございます。それから糸魚川小学校の体育館といいますか講堂、大野小

学校全部、それから根知小学校は校舎、今井小学校の校舎、青海小学校の校舎、市振小学校は全棟

でございます。 

次に、中学校でございますが、磯部中学校は校舎一部と、それから体育館でございます。それか

ら能生中学校は、すべての建物でございます。それから糸魚川東中学校は、校舎一部と、それから

武道館でございます。糸魚川中学校は、校舎と武道館でございます。それから青海中学校は、すべ

ての建物が新耐震基準適合でございます。 

次に、新耐震基準に適合しないということで申し上げさせていただきますが、小学校では中能生

小学校の体育館、それから下早川小学校の体育館、これはいずれも来年度改築の予定で、現在設計

を進めておるところでございます。それから根知小学校の体育館、今井小学校の体育館、それと田

沢でございますが、これは現在、改築中ということでございます。 

中学校は、磯部中学校校舎の一部、それから糸魚川東中学校校舎の一部と体育館、糸魚川中学校

の体育館でございます。 

なお、このほかに耐震診断未実施のものがございますので、これについては、まだその耐震診断

結果を待たなければ、基準適合か不適合かというのが判断できないというものでございますが、小

学校では磯部小学校の全棟でございます。それから木浦小学校の校舎の一部と体育館、下早川小学

校の校舎、糸魚川東小学校の校舎、体育館、糸魚川小学校校舎と体育館、これは本年度、耐震診断

を行っておるところでございます。それから青海小学校の体育館、これも本年度、耐震診断を行っ

ているという状況でございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、その中で耐震診断が行われていない、耐震改修や建て替えの予定年度も、今のところはっ

きりしない施設はどこなのか確認しますと、磯部小学校は、体育館も校舎も新耐震適用前の建築で、

耐震診断の予定がない。木浦小学校は、体育館と古い方の校舎が新耐震適用前の建築で、耐震診断

の予定がない。下早川小学校は、校舎が新耐震適用前の建築で耐震診断の予定がないが、体育館は

平成１８年度に建て直しをする。そして糸魚川東小学校は、体育館も校舎も新耐震適用前の建築で、

耐震診断の予定がない。よろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えいたします。 

新市建設計画に整備が位置づけられておるものが、今ご指摘の中にはございますが、その実施年

次がまだ定まっていないという点では、ご指摘のとおりだと思います。 

失礼いたしました。耐震診断の予定がないものについては先ほども言いましたように、今年度は

糸小と、それから青小の体育館を診断中でございますし、また、耐震診断を行っていないものにつ

いては、また次年度以降、継続して実施をしていくという計画でございます。 

大変失礼いたしました。糸魚川小学校の体育館は耐震診断をしておると申し上げましたが、糸魚

川小学校の小さい方の体育館の方でございまして、その点、言葉足らずでございました。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では次に、これまでに耐震し、基準に満たないことが確認されているものと、それから改修工事

の予定が未定の施設として、根知小学校体育館、今井小学校体育館、磯部中学校の古い方の校舎、

糸魚川東中学校体育館と古い方の校舎、糸魚川中学校体育館。 

今年度、耐震診断を実施中の施設は、糸魚川小学校の小体育館と校舎、それから青海小学校の体

育館ということでよろしいのでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

お答えいたします。 

ただいまのご質問の学校につきましても、そのとおりでございますが、これもその中に新市建設

計画に位置づけをされておりますが、実施計画年次が未定というものも含まれておるということで、

ご理解をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

若干整理しながら伺いますが、そこで耐震基準に満たない小中学校の耐震改修工事の予定につい

て改めて伺いますが、合併するにあたり能生地区、青海地区は、地域の小中学校の改築や耐震化の

事業を持ち寄りにし、磯部小学校校舎、体育館、中能生小学校体育館、木浦小学校校舎、体育館は

改築、青海小学校体育館は耐震化を新市計画に位置づけ、耐震化のめどがそれぞれ立っている。 

糸魚川地区では、下早川小学校体育館、糸魚川東中学校の校舎と体育館、糸魚川中学校の体育館

の改築が新市建設計画に位置づけられている。では、糸魚川小学校校舎やその他の施設は、どうい

う位置づけなのか伺います。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

今ご指摘の学校につきましては、現段階では耐震改修等の実施という方向づけがございませんが、

今後、耐震化、あるいは整備計画を検討するためには、先ほども申し上げておりますように耐震診

断を行っていないもの、これの診断を、まず急いで行わなければならないというふうに考えており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

再度確認しますと、糸魚川東小学校の校舎と体育館、下早川小学校の校舎、糸魚川小学校の校舎

と小体育館、根知と今井の小学校の体育館、磯部中学校の古い校舎が、新市建設計画での位置づけ

がなく、改修工事も未定ということですね。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

黒坂教育総務課長。 〔教育委員会教育総務課長 黒坂系夫君登壇〕 

○教育委員会教育総務課長（黒坂系夫君） 

新市建設計画の位置づけということについては、今ご指摘のとおりでございます。 

先ほども申し上げましたように、そのうち糸魚川小学校の校舎と小体育館、これについては本年

度、耐震診断を実施中でありますので、まずその結果、不適合ということであれば、耐震化計画と

いうものが必要になってくるということでございますし、それから下早川小学校と東小学校、今ご

指摘の中のこの２校ですが、まだ耐震診断未実施であるということでございますので、これも耐震

診断を急いで、その結果によって不適合ということであれば、対応していかんきゃならないという

ものでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

大分時間がかかりそうですね。糸魚川市立東小学校など、安全性確保が空白の避難施設の耐震改

修工事の時期、これはいつですか、市長。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

耐震診断の結果を見て、計画をしていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

避難施設として指定されていながら、耐震構造となっていないことへの住民不安の解消に、市長

から前向きに取り組んでいただきたい。中でも糸魚川地区の多くの学校が、避難施設としての不安

を抱えたままで合併し、今日に至っているわけですが、米田市長は旧糸魚川市議会の代表として、

合併協議会に参加していたことでもありますし、糸魚川地区から立候補し、市長になった現在、米

田市長はこのことに早急に対応する責任は、さらに重いのではないでしょうか。いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

これは糸魚川地域のみならず全市のやはり耐震と、そういった免震については考えていきたいと

思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

糸魚川東小学校を避難施設とする地域は、南寺町、東寺町、南押上、京ケ峰、蓮台寺とした場合、

対象となる世帯数は約１,３００世帯、住民は約３,７００人、ＪＲ北陸線から北側の寺町、押上地

区もここに加えると、全部の世帯数は約２,０００世帯、住民は約５,７００人となります。これだ

けの数の市民が暮らす地域の主となる避難施設の安全を、米田市長はいつまで不明確なままにして

おくのでしょうか。耐震設計基準に満たない学校の耐震改修について、米田市長の重点施策として、

集中的に取り組んではいただけませんか。前倒しで、極力早い時期に行政対応してください。市長、

いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

すぐ倒れると私はとらえてはおりません。これからどういう形でいくか、財政も見ながら進めて

いかなくちゃいけない問題であるわけでございますので、ぜひとも耐震診断をしっかりとさせてい

ただいて、計画をつくっていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

中越大震災の教訓を生かすために、住宅や建物の安全性の確保について行政の責任、これらを庁
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内や関係団体、県や国と、これまで何か協議をしましたか。協議したことがあれば、概略を教えて

ください。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

お答えいたします。 

まず、行政の責任ということでございますが、庁内では論議をしておりますが、県、あるいは国

等との論議はしておりません。 

具体的な対応でございますが、耐震診断につきましては、市長がお答え申し上げましたとおり新

年度から取り組む予定にしておりまして、この点について県、あるいは国と協議を進めております

し、また、改修につきましては、今のところまだ予定がないので、具体的な協議はしておりません。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

県営住宅や市営住宅、特に、老朽化した市営住宅や高齢者のひとり暮らしの方が住まいする市営

住宅の耐震性、安全性についても大変に心配です。この点、協議いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

公営住宅の耐震化でございますが、確かに新耐震基準以前の建物がございまして、これにつきま

してはかなり建設時から経過しておりまして、改修、あるいは建て替えの時期がまいっているとい

うようなことで、今後、計画的に建て替えを進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

これから新しく建設される避難施設の、耐震性能の重要度係数割り増しについての協議というも

のはなかったんでしょうか。国交省の営繕部建築構造設計基準では、通常の建物の耐震性能の重要

度係数を１.０とした場合、体育館などの避難施設の耐震性能の重要度係数を１.２５、庁舎、防災

センター、主要な医療施設などの防災施設の耐震性能の重要度係数を１.５としています。これか

ら建設される避難施設については、耐震性能の重要度係数の割り増しをご検討いただきたい。構造

部分での建設コストがアップすることを承知の上での提言ですが、担当課のお考えはいかがでしょ

うか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

担当課の考えということでございますのでお答え申し上げますが、やはり建物の重要度によって、

割り増しをする必要があるというふうに考えております。したがいまして、この庁舎、あるいは消

防庁舎につきましては、割り増しをしているところでございますし、今後の予定しております青海

支所につきましても消防署と兼ねているわけでございますので、割り増しが必要だというふうに考

えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

一般住宅の確認申請では、建築物の概要と簡単な図面しかないので、地質の確認、地耐力の確認、

地盤改良の方法まではチェックできないのが実情です。しかし災害に強いまちづくりを進めるため

に、住宅が軟弱地盤に建設される場合などの確かな構造設計について行政から市民に指導すること

は、地震災害の予防として有効だと思います。 

地盤の悪い箇所の多い糸魚川市の防災の一環として、県や建築主事に相談しながらぜひ取り組ん

でいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

先ほど市長からお答え申し上げましたとおり、確認申請事務につきましては、県と役割分担をし

ながら進めているわけでございますが、特に心配なケース、あるいは指導が必要なケースにつきま

しては、県と連携を密にいたしまして、やはり安全、安心なまちづくり、あるいは建物、住宅づく

りのために、努力をしていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

そのことを市民に周知して、市民参画、市民協働でぜひ進めるべきだと思うんですね。 

糸魚川市としての今後の耐震診断への取り組みや、耐震補強工事の助成についてアクションプラ

ンを検討し、作成していただきたい。耐震診断は地元建築士会との連携、耐震補強工事は市内金融

機関や建設業組合との連携をとり、行政の監修のもと市民と協働で進めてはいかがでしょうか。ま

ずは建物耐震の市民相談窓口を、庁内とホームページに開設すべきと考えますが、いかがでしょう
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

神喰都市整備課長 〔都市整備課長 神喰重信君登壇〕 

○都市整備課長（神喰重信君） 

お答え申し上げます。 

市長からお答え申し上げましたとおり、耐震診断については新年度から取り組む予定で、現在、

具体的な検討を進めているわけでございまして、ご質問のとおり実施にあたりましては建築士会の

皆さんのご協力が不可欠だというふうに考えておりますし、当然診断は１００％補助というわけで

ございませんでして、市民の負担が伴うわけでございますので、防災意識の高揚を図りながら進め

てまいりたいというふうに考えております。 

また、相談窓口というようなお話でございますが、現在でも看板は掲げておりませんが、受け付

けておりますが、今ところ相談はございませんので、もっと積極的にＰＲする必要があるかなとい

うふうに感じております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

次に、災害非常時の食料や医薬品の備蓄についてですけども、数多くの避難施設に十分な備蓄を

行うことは、現実的に難しいものがありますが、地域住民や食料品を扱うスーパー、コンビニ、薬

局などの地元企業、それから流通機構と連携したアクティブな備蓄方法というものも考えられませ

んか。いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

議員の指摘のとおりでございまして、市としても数多くの避難所に十分な備蓄を行うことは、現

実的には難しいと思っております。 

独自の備蓄とは別に、市内の取扱店からの調達や、他の地域からの流通を通して調達することを

考慮した備蓄計画を検討してまいりたいと思っております。 

それから、先ほど避難所の耐震を周知しているかという点でございますが、１点、訂正をお願い

いたしたいと思います。新耐震基準のものについては周知しておりません。今後、ホームページ、

あるいは広報で、広報していきたいと思っております。 

以上で訂正をお願いいたします。以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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田原議員。 

○８番（田原 実君） 

自主防災組織の重要性が増しています。しかし、行政、自治会、市民、学校、医療機関、警察、

ボランティアを連携させる組織を市民が独自につくるには、どうしたらいいんでしょうか。 

例えば、今ある消防後援会などの組織をうまく生かすとか、自主防災意識編成のコーディネート

を専門とするコンサルタントやＮＰＯをシンクタンクとするとか、いろいろと方法はありますが、

自治会任せのままでは、各地の取り組みにも違いが出てまいりますし、大きな規模の自治会ではな

かなかまとまらない。自主防災組織の編成やリーダー育成は、自然とできるものではありません。

行政からの市民へのアクションがもっと必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

白山消防長。 〔消防長 白山紀道君登壇〕 

○消防長（白山紀道君） 

お答えいたします。 

自主防災組織の設立は、本当に大きな課題であると考えております。自主防災組織の設立、活動

においては、地域の防災リーダーとなる市民の育成が大切であると思っております。自主防災組織

自体が、自主防災訓練を実施することにより、関係機関との連携や相互の協力体制づくりがつくら

れるものと思っております。 

市といたしましても自主防災組織の設立に対して、コーディネーター的な役割を果たしていきま

すとともに、総合防災訓練を通じ関係機関と連携を図っていきたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

では、新市総合計画策定についての２回目の質問です。 

シンクタンク的機能を持った活動組織ということで、先ほどご説明をいただきましたが、要は、

市役所のまちづくりサポートセンターを核とし、さまざまな市民の組織や団体、地域審議会によっ

て、市民参画、市民協働でまちづくりを進める上で、その中でも特に知恵やノウハウを持った市民

の組織、集団の力で、地域が抱える課題を具体的に解決していこうということでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

お答えをいたします。 

いわゆるシンクタンク的機能を持った活動組織ということの意味合いでございますが、議員が言

われるように、さまざまな取り組みに情報を蓄積したり、ノウハウを持ったりというのは、事業を

推進する上で非常に大事なことでありますが、蓄えたものを外に提供する、あるいは提言する、そ

の部分が、いわゆるシンクタンク的という部分だと思います。 
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本来シンクタンクというのは、そういった専門的なノウハウを生かして提言する組織、総合研究

所でありますとか、コンサルというものが、シンクタンクの一般的な姿だと思いますが、当地域に

おいて、そういうものが必ずしも身近にあるわけでございませんので、活動する集団の皆さん方が

蓄えた情報やノウハウを積極的に提言する、そういう姿勢が、シンクタンク的という部分であると

いうふうにご理解をいただきたいと思います。そういう活動が推進されるようサポートセンター等

を使いまして、ご支援をしていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

シンクタンク的機能を持った活動組織とは、例えば商工会議所や商工会、それからＪＡといった、

ある意味、社会的に認知を受けた組織、あるいは、国や県や行政のお墨つきのコンサルタント会社

じゃないと、シンクタンク的機能を持つ活動組織として位置づけを受けないのか。 

それともＮＰＯやボランティア団体、地縁コミュニティや好縁コミュニティでも、地域が抱える

課題を具体的に解決する知恵やノウハウがあれば、それもシンクタンク的機能を持つ活動組織とし

てみなしてもらえるかどうか。そこら辺をもう一度伺いたいですけど。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

シンクタンク的機能というところは、なかなか説明があれなんですけども、いわゆるさまざまな

活動、それが商工会議所であるとか、ＪＡであるとかという組織だけではなくて、例えば趣味的な

ニュアンスを持った活動であっても、その中で地域づくりに貢献するノウハウを蓄積しておる、そ

ういう組織があるわけでありますが、そういう方々が自分の目的の達成のためだけではなくて、蓄

えたものを積極的に地域社会の中に提言していく、あるいはそれを生かすように働きかけていただ

ける、そういうものがシンクタンク的機能を持った活動組織というふうに考えておりますので、議

員がおっしゃるように、特定の組織だけということではなくて、すべての地域づくりの組織がそう

いう側面を持って活動していただければ、シンクタンク的機能を持った活動組織というふうに解釈

してよろしいと、そういうふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

先ほど支援をお願いしましたクラシックカーレビュー実行委員会のように、イベントのノウハウ

を持つ組織、それから鷺草や真柏を育てる団体、赤レンガ機関車庫など、近代の歴史的資源の活用

を研究する会、おいしいソバや笹寿司をつくる会、温泉愛好会などが、例えば地域のまちおこし、

村おこしイベントのコンサルタントとなって、そのノウハウで情報発信や誘客をして、交流人口を

ふやすことに貢献すれば、これをシンクタンク的機能を持った活動組織と見なすか、見なさないか
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と。ここに新市の可能性を考えていきたいんですけども、しつこいようですけども、もう一度お願

いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

お答えをいたします。 

まさに今議員おっしゃったように、そういったノウハウを地域づくりの中に生かしていく、貢献

していくという、その形が大事なわけでありまして、今の議員のおっしゃった言葉の流れでいけば、

それがまさにシンクタンク的機能を持った活動組織でないかなというふうに理解をいたしておりま

す。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

なぜそこにこだわるかと言うと、まちづくりサポートセンターという行政機関が、まちづくりを

する市民の中にいわば趣味の会とシンクタンク組織との線引きを、どう考えているのか聞いてみた

かった。特定の企業や業界の代表として、いつも会議に名前を連ねる人たちだけが市民なのか。市

民に喜ばれる活動によって、まちにうるおいをつくる市民も組織もまた、まちづくりの主役ではな

いのか。そのことを市長に考えていただきたかったからです。 

地域や肩書がなくとも趣味を大切にし、仲間を大切にし、広く情報を集め、どこへでも出かける

行動力を持った人たちのネットワークと、フットワークと、チームワークが、交流都市実現のため

の課題への答えを導き出してくれるのではないか。そちらの市民の方が、糸魚川の魅力や可能性を

つくるためのノウハウを持っているのではないか。そこに新しい可能性を考え、活用するように、

まちづくりへの認識、手法も、変えていかなければならない時代になっているのではないかと私は

思いますが、市長はこの点どう思われますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

私も全くそのとおりだととらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

糸魚川の魅力を生かすまちづくりということで、市民の声を１つご紹介します。東京から嫁いで

いらした方です。 

結婚するまでは、糸魚川を知りませんでした。暗い日本海側のまちというイメージでしたが、初
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めて糸魚川駅のホームに降り立った私を驚かせてくれたものが、赤レンガの機関車庫でした。おお、

ここにこんなにすてきなものがあるなんて知らなかったな、私は旅行が好きで、ガイドブックで丹

念に下調べをしては、東京から新幹線に乗って数多くのまちを訪ねて、歴史的な建物も随分見て回

りましたが、建設当時の面影をそのまま残し、そして現役で使われている、国内にはもうそんなに

はないはずの赤レンガの大きな建物を目の当たりにして、糸魚川のまちは歴史を大切にするまちな

んだ、そう思い込んだ私の中で、糸魚川のイメージは一気にアップしたのでした。 

でも、やがて糸魚川には何もないから、みんな上越や富山へ行くんだよという声に囲まれて生活

するようになり、それも無理ないかなと思う一面、日本全国どこへ行っても同じようなお店で、同

じものをだれもが買い物できるような時代なんだから、歴史とか文化とか、そのまちの本当の個性

を残したところが魅力のあるまち、外から来て見てすてきなまち、住んでみたいまちなのにとも思

ってしまうのです。 

大都市をまねて単に便利なだけのまち、物と情報にあふれたまちをつくろうとして、二度とつく

ることのできない大切なものを失ってしまった失敗例は、全国にもあるはずです。そのことを教訓

にしながら、全国の人がまだ知らずにいる糸魚川のまちの個性的なものを大切にし、魅力をつくっ

てほしい。そこに住んでいる人がそこにあるもの、文化でも自然でも大切にしていることが、外か

ら見たそのまちの最大の魅力ではないかなと私は思います。 

このように新市が交流都市を目指すからには、個性や、文化や、うるおいが大切であるというこ

とを、市民はちゃんとわかっているんです。問題は、政治的な対応です。社会が成熟し、均質化し

た現在、個性を感じる文化のないまちには、人は寄ってもこないし、居つくこともない。このこと

を私は市長によくお考えいただきたい。新市総合計画策定の根幹として検討していただきたいと思

いますが、市長の見解はいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

まさに私は個性を生かし、地域の特性を生かしていく、これからのまちづくりが必要だととらえ

ております。 

しかし、広くこの新市の中におきましては、そういった資源が、また歴史的資源が、数多くある

わけです。どれをとらえてやっていくか、これは非常に大切な我々の課題だろうと思っております。

いろんな意見があるわけでございます。５万の人口があれば５万の意見がある、それをどのように

整理をして進めていくか、すべては私は行えないだろうと思っております。そういう中で、どれを

取り上げ、どれをやはり捨てていくか、これの選択肢も大きな課題だろうと思っております。 

そして、これにつきましても市民の声もやはり聞かなくてはいけないだろうと。そういう中で、

これからのまちづくりを進めていきたいと思いますし、そういった地域の特性を、全国に発信をし

ていくまちづくりにしていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 
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○８番（田原 実君） 

今の市長のお話で５万の市民と、それから市民のすべての声というお話がありました。もちろん

そうなんですね。しかし、交流都市を目指すからには外から見てどうなんだと、外から見て魅力的

に見えるには、どういうまちが大切なんだと。そのことを私は市民の声としてお伝えしたわけです。

そのことを、まずよくご理解いただきまして、新しい計画をつくっていただきたいし、そういうと

この中に、糸魚川市の可能性というものをつくっていただきたい、このようなことからお話をしま

した。 

さて、新市の可能性はこれからであります。今がまさに旧と新との時代の端境期、そこに米田市

長が登場した。私は米田市長の意識、行政職員の皆さんの意識が、このまちの将来を大きく左右す

ると考え、職員の意識改革を質問に上げてみました。 

意識改革と同時に、心の教育も必要です。それは議会にも、市民にも同じことが言えそうです。

新しい糸魚川市をうるおいのあるまちにするためには、頭はカチカチ、心はパサパサにならないよ

う、お互いに気をつけないといけないと思うのですが、ここは合併以来、日夜行政職員さんの研修

と指導にあたってこられました助役さんからも、コメントをお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

栗林助役。 〔助役 栗林雅博君登壇〕 

○助役（栗林雅博君） 

職員に、中には頭がガチガチとか、そういうのはあるかとは思っておりますが、質問の中のゆと

り、うるおいという考え方でいきますと職員の心のゆとり、これは職場におけるゆとりなのかなと、

こう思っておりますけれども、ゆとりということになりますと、職場におけるゆとりは時間的なゆ

とり、あるいは精神的なゆとり、能力的なゆとり、幾つかあるというふうに思っております。 

時間的なゆとりにつきましては、各課それぞれの時期的な繁忙期がありますので、これは物理的

に解決ができるかと思います。そのほかに精神的なゆとりと能力的なゆとりは、これは職員の一人

ひとりのいわゆる感性の持ち方、あるいは能力の差によってゆとりの受けとめ方が、それぞれ違っ

てくるかと思います。 

同じ仕事をやっても対応については、やはり精神的に張りつめた職員もいれば、ゆとりをもって

悠々と仕事をする職員もいるかと思います。ここら辺も個々に違いが出てくるわけですが、その根

幹をなすというのは、やはり職員の研修、あるいは知識とか、それから経験の差が、やはりゆとり

として生まれてくるんだろうと思っております。 

これからも職員がゆとりを持って、精神的にも心のゆとり、能力的にもゆとりを持って進めると

すれば自己研鑽に努めて、あるいは意識改革、あるいは発想の転換というものの中で、職員が取り

組んでいくことによって、そういったゆとりが生まれてくるんだと思っております。これまで続け

てまいりました研修というものもさらに継続をして、職員のレベルアップといいますか、能力の向

上に努めてまいりたい、こう考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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田原議員。 

○８番（田原 実君） 

意識改革、それからゆとり、そして心という話が出てまいりました。どんなに能力のある人でも

心にうるおいがなければ、その能力を発揮することはできません。また、どんなにすぐれた人でも、

最後は心のところに行き着くことが多いと思います。 

そこで新しい市民の心の柱となる市民憲章の制定を、早くご検討いただきたい。厳しい環境、厳

しい時代、その中でも合併して１つになった３つのまちの市民が、共通の理念を確立するために、

あるいはお互い助け合い思いやること、調和のとれた社会をつくることの大切さを市民一人ひとり

が知るために、市民憲章制定の検討を予算化し、進めてくださいますようお願いします。 

あわせて、市の木、市の花、そして市の鳥などの選定を、市民みんなで検討する機会もつくって

いただきたい。総合計画の中にも位置づけていただきたいと思いますが、担当課のお考えはいかが

でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

市長とそれぞれいろんな機会に回らせていただいた中でも、市民憲章の制定を早くしてもらえな

いかというご意見も伺っております。ですが、やはりいろいろなところの、心のよりどころの憲章

になるわけですので、いろんな方の意見を聞きながら、まずは固めていくことが必要かなと思って

ますので、その前段としまして、来年度から少し手をかけていきたいというのを、冒頭市長がお話

をさせてもらっておりますので、その方向で進めていきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

きょうは総合計画について伺ってきたわけです。今のその市民憲章なんですけど、これを総合計

画の中にも位置づけていただきたいということで、先ほど申し上げたんですが、そこら辺はどうで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

野本企画課長。 〔企画課長 野本忠一郎君登壇〕 

○企画課長（野本忠一郎君） 

現在、審議会の中で、市民憲章の必要性といったような意見も出ておりますので、そういったこ

とも踏まえて、対応していくことになると思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 
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新市建設計画、あるいは新市総合計画というものは、糸魚川市をうるおいのあるまちにするため

の施策の集大成であり、市民を確かな未来に導くガイドブックであり、同時に、行政と市民との約

束、契約書でもあると私は理解しています。市民５万人の将来を決定する非常に大切なもの、重い

ものであると思います。このあたりの市長の認識を、最後に伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

まさしく総合計画については市の１０年間の指針でありますし、市の方向であるわけでございま

す。ましてや新市のスタートの時期でございますので、私もそのように受けとめております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

田原議員。 

○８番（田原 実君） 

来年９月の総合計画策定に向けての市長、皆さんのさらなる頑張りをお願いしまして、私の一般

質問を終わります。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、田原議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

関連質問なしと認めます。 

次に、平野久樹議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 〔６番 平野久樹君登壇〕 

○６番（平野久樹君） 

新政会の平野久樹です。 

それでは、事前に提出いたしました発言通告書に基づきまして、１回目の質問をいたします。 

１、米田市政となって６月から、「市長と話そう新しいまちづくり」を各地で開催しております

が、現時点までの総括を伺います。 

(1) 開催の目的と期待された効果は。 

(2) 回数と述べ参加人数は。 

(3) どのような意見が多く出されたか。 

(4) 現時点での総括的な評価は。 

(5) 開催のタイミングと今後の継続性は。 

２、平成１８年度予算編成の基本方針と中期的な考え方について。 

新糸魚川市となって執行された平成１７年度予算は、旧１市２町の持ち寄り予算であったため、
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平成１８年度予算が事実上、新市として策定する初めての予算となります。 

予算編成作業では、経常経費で今年度当初予算比７％の削減と報道されておりました。その中に

おいて米田市長は、合併で義務的経費がふえている。限られた財源では政策的、投資的経費を抑え

なくてはいけないと述べられており、従来の事務事業の見直しに取り組むよう要請したとあります。

また、市長公約の①健康づくり、②産業振興、③交通ネットワーク形成を柱とするとも報じられて

おります。 

そこで、それを裏づける具体的対応について伺います。さらに、新市建設計画の実現に向けて、

中期的な予算編成についても伺います。 

(1) 平成１８年度予算編成における基本的な考え方は。 

(2) 平成１７年度と比較し、大きく変化している点について。 

(3) 平成１６年度バランスシートの評価と、平成１７年度以降の見通しは。これは特別会計も

含む連結での評価をお願いします。 

(4) 歳出削減の具体的対策は。 

(5) 市長公約への実現に向けた具体的対応は。 

(6) 新糸魚川市として中期的な予算編成に対する考え方は。 

３、行財政改革への取り組みについて。 

行財政改革に取り組むにあたり、現在、市民による行政改革推進委員会を構成し、大綱を検討し

ていますが、より成果を上げるために以下の点について伺います。 

(1) 推進委員会の役割について。 

(2) 財政計画を実行するにあたって、現時点での課題は。 

(3) 行財政改革を効果的に成し遂げるためにＰＤＣＡを活用するとありますが、そこで事業ご

とのプランを策定するにあたり、具体的にどのような手法を活用していくのか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

平野議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の住民懇談会、市長と話そう新しいまちづくりについての１点目、目的と期待する効果で

ありますが、新市のまちづくりをテーマに市民の皆様と、直接、意見交換をさせていただき、総合

計画や今後の施策に反映することを目的に開催いたしたものであります。 

特に、合併直後でありますことから、周辺部の皆さんの不便さが増すことへの不安感を払拭し、

新市としての一体感を早く醸成したいと考え、周辺部から順次、中心部へ向かって実施しておりま

す。 

２点目の回数と参加人数ですが、これまでに２３回開催し、延べ９５２人からご参加をいただい

ております。なお、残り１会場は今月１７日に、糸魚川地区公民館で開催を予定しております。 

３点目の多かった意見といたしましては、地域資源を生かした産業振興、防災対策の充実、少子

化、高齢化対策など、市全体にかかわる政策提言をはじめ、地域固有の史跡や自然景観を生かす施
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設の整備や地域の取り組みに対する支援、生活道路の整備や除雪対策などの地域課題に関するご意

見をいただいております。 

４点目の現時点での評価でありますが、大変多くの市民の皆様から参加をいただき、概ね所期の

目的は達成できたと考えております。 

５点目の開催のタイミングと今後の継続性についてでありますが、今回参加された方から、今後

も継続してほしいとのご意見をたくさんちょうだいしており、来年度以降も計画的に開催してまい

りたいと考えております。 

２番目の１点目と５点目の平成１８年度の予算編成における基本的な考え方と公約の実現につき

ましては、新市建設計画の事業や、その後の社会経済状況等の変化への対応、私の公約を含め市政

の課題に対応する主要事業の推進を基本として取り組んでまいります。 

具体的に、健康づくりについては、健康、医療、スポーツ、食などの体系的な取り組み、産業の

振興では、観光交流や産業間連携による地域産業の振興、交通ネットワークでは、新幹線、姫川港、

地域高規格道路など道路網の整備を進めていくことを、再重点事項として取り組んでまいります。 

２点目の平成１７年度予算では、各市町持ち寄り予算であったことにより、経常経費の中には検

討を加える部分もあることから、平成１８年度予算では、その部分も含め削減に努めてまいりたい

と考えております。 

３点目に、バランスシートの評価については、経年変化の数値によるものと、他団体との数値に

よるものがあり、経年変化については合併により間もないこと。他団体との比較については、他団

体間の比較可能な財政状況の開示がないことから評価は行っておりません。 

平成１７年度以降については、特別会計を含む連結での評価に加え、経年変化の評価及び団体間

の比較についても、比較可能な財政状況の開示がなされた段階で、評価を行ってまいりたいと考え

ております。 

４点目の歳出削減につきましては、既存事業全般について事業の対象、目的、目標の達成度を、

廃止、縮減した場合の影響等を検討し、積極的な見直しを行うとともに、経費等の見直し基準によ

り削減を図ってまいりたいと考えでおります。 

６点目の中期的な予算については、総合計画を策定するにあたり、中期的な財政計画を立ててま

いります。 

３番目のご質問についてですが、糸魚川市行政改革推進委員会は、自治会関係、企業関係、ボラ

ンティア関係など各分野にご活躍をいただいている有識者１２名と、公募による３名の１５名の委

員で組織し、去る１１月１６日に第１回の委員会を開催したところであります。 

委員会の役割は、当市の行政改革の計画や行政改革の推進などに関して、委員会で調査、審議い

ただき、市に対して委員会としての意見や考えを進言していただくものであります。 

財政計画に基づき着実に施策を推進するにあたっての課題につきましては、人口の減少と高齢化

による社会構造の変化、高度情報化社会の進展などから、新たな課題や高度化、多様化する市民要

望への対応が求められている中、今後も厳しい財政状況が続くものと考えております。このため市

民と行政が当市における現状と課題を十分認識したもとで、効率的でむだのない行財政運営を行う

ことが課題であると考えております。 

ＰＤＣＡの活用についてでありますが、事業の実施にあたっては計画策定、実施、検証、見直し
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のサイクルの考え方を基本として、その事業の目的と手段、効果がより適切であるかを点検しなが

ら事務事業の見直しを行い、毎年度の予算編成と結びついた点検の仕組みづくりを推進し、効果的

で効率的な行財政運営に努めてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長から答弁もあ

りますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

それでは、２回目の質問に入りますけれども、今ほど市長のご答弁の中で、最後の方で総括的な

評価では、所期の目標は達成できたのではないかという答弁をいただいたんですけれども、今回は

市長から地域に出向いていただいて、直接住民の方と語る機会、ふれあう機会を設けていただいた、

しかも早い時期に設けていただいたという点では、非常によかったのではないかなというふうに感

じております。特に、能生、青海地域の皆さんは、米田市長とじかに接せられる機会というのは、

今までなかったわけでありまして、初めてという方も多かったんではないでしょうか。 

ただ、私なりに先ほどの参加人数等も聞いたとき、また私も参加をさせていただいて感じたとこ

ろでは、少し参加者が少ないように思うんですけれども、もう一度全体を通して、市長、２３回す

べてとは言いません。会場によってはばらつきもあるでしょうけれども、もう一度どのように感じ

られたか、お願いしたいんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かに、見ようによっては少ないというとらえ方もいたしますが、しかし私も以前、合併のとき

に各地域へ回って、そういったお声かけをさせていただいて、お集まりいただく人数というのは、

そんなにお集まりいただかないのではないかなと。それをとらえて考えますと、私は今回は逆に多

いととらえております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

担当課に今度は伺いますけれども、６月から行ったロングランなわけですね。そのときに、担当

課の目標がどの程度の数字だったかというのも踏まえて、途中でもう少し何か工夫をこらした方が、

せっかく市長が出向いているんだから何かやった方がいいなというようなことで、努力をされたと

いうことがございますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

お答えします。 

まず１点目ですが、やはり早い時期に全地区を回りたかったのが１つだと思っています。それか

ら参加者が、意外と中高年に偏っていたことと、女性の方がやはり少なかったのかなというふうな

感じをしております。 

そんなことの見直しが必要かなというふうに思っていましたが、なるべく早く全地区を回りたい

ということから日程を詰めながら、あるいは広報に努めてきたわけでありますが、そういう点をま

た今後検討する中で昼間開くとか、そういうことも視野に入れながら、少し検討する余地があった

のかなというふうには思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

今ほど市長の答弁の中にもありました、私も合併説明会等のときも感じたんですけれども、ただ

いつ、何時こういうことを、この場所で開催するよと、そういうのを広報で案内を出して終わりと

いうことですと、今までの結果を踏まえれば、あまり効果がないのではないかなという感じをして

おります。 

先日もアスベスト、これは今社会的な問題になってます。関心は非常に市民の皆さんも高いはず

です。しかしながら、たまたま私は青海の地区に出させていただいたんですけれども、あのきらら

は５００人入るホールですよね、そこで１４名、参加者が。多分、期待をしたのは５００人とは言

いませんが、それでも半分以上入ってもらえるだろうということで、期待をしてあの会場を選んだ

んでしょうけれども、そういうような実態。 

せっかく今回の場合も市長が多忙の中、回っておる、貴重なタイミングでこういう機会をつくっ

ていると、もっともっと積極的なアプローチをしていただきたいなというふうに思います。 

そして当初の目的とすれば、やはり一人でも多くの方に、じかに市長のお話を聞いてもらおうと

いうのが、私は目的であったんではないかなと思います。そういうことであれば、今後また継続す

るというお話もありますので、そういうときには少しテーマを絞ったりとか、もう少し関心を与え

ていただけるような策を施して、手法をこらして、一人でも多くの方に参加してもらえるように、

努力をお願いしたいなと思います。 

それともう１つ、全体を通して職員の皆さんの参加率というのは、どの程度だったでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

課長会議、あるいは行事の中で、地区でこういうことでやるから出てもらいたいということの呼

びかけをしておりましたが、残念ながら多くの方が出てきてないのが実態かと思っておりますが、

中には関心があって出ていた方もおられましたので、もう少しやっぱり、せっかくの市長の身近な
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意見をじかに聞けることになるわけですので、やはり地域の中で一体となって、仕事に生かしても

らいたいという呼びかけをしてる中では、少し残念だったなというような感じは持っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

そうですね。職員の方も忙しいというのは理解できます。しかし、それは市民の皆さんとて同様

なんですね。ですから、ぜひ職員みずからが参加をして、これは市長のお話を聞くというよりも、

住民の皆さんがどのようなことを考えておられるかと、こういうことを職員みずからが、じかに聞

ける本当に絶好のチャンスだと思うんですね。やはり職員の皆さんも市民の方々の声を感じ取って

いただいて、そして今度の自分の仕事に生かしていただきたいというふうに思います。ぜひ職員の

皆さんに伝えていただきたい。 

そして開催のタイミングなんですけれども、これについても少し賛否ということでは聞こえてま

いります。もう少し市長にじっくりと、庁内で落ち着いて指示を出していただいて、その後、総合

計画の中からスタートしたらいいではないかと。しかし、一方ではやはり早くやっていただいて、

直接お会いできてよかったというような意見も聞かれてます。 

いずれにしましても新市総合計画が作成され、そして米田色というものが確立された時点で、再

度また地域を回っていただきたい。それも職員の皆さんと一緒になって回っていただいて、住民の

声を聞いていただきたいというふうに思います。 

２点目の１８年度の予算の編成に入りますけれども、１８年度予算において旧１市２町という従

来からの予算編成の継続性を重視するのか。あるいは、そういう考えではなく、市長方針に基づい

た編成を重視していくことになるのか、もう一度その点をお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

お答えいたします。 

現在、予算編成の作業中でございます。基本は先ほど市長が答弁しましたとおりでございます。

今おっしゃった２点については、その兼ね合いでそれらを調整して、これから査定の中でいろいろ

相談させていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

ということは場合によっては、結果によって旧１市２町のバランスというのが、結果的には崩れ

るということも考えられるわけですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

今結論めいたことを申し上げることはできませんけれども、今その編成作業中であります。今後、

市長ともその辺のことを詰めますけれども、合併が生じたわけでございますので、実質新市になっ

て編成作業をする初年度の年でありますので、これから地域の均衡とか、その辺のことも十分配慮

する必要があるということで、その兼ね合いのもとでと申し上げたので、それらはこれから十分詰

めさせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

そして、その新年度の予算において、今まででいう旧１市２町での予算という考え方、こういう

ものを枠組みで提示をしていくのか。要するに、もう新しい市１本の予算しか出さない、そうなる

のか、あるいは旧糸魚川市ではこれぐらい、青海町ではどれぐらい、こういうことをやるのかどう

か、その点を。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

ことしの新市の新年度予算でも、既に一本化させていただいております。その方向でやらせてい

ただきます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

先ほどの答弁の中で、地域のバランスも取りながらというようなニュアンスもありましたので、

あえて旧１市２町の枠組みを、分割する必要は私はないと思います。もう新しい市になったんです

から、ぜひ１市１本で表示をしていただくということが望ましいと思いますので、そのように続け

ていただきたい。そしていち早く融合というものが図れるようなことにしていただきたい、そう思

います。 

そして、先ほどの１点目の質問と少し関連するんですけれども、住民懇談会が行われた中で、多

くの意見が出されましたということで、これが新年度予算編成に反映されるというようなもので、

今検討されておるのか、その辺についてお伺いしたいんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

会に行ったときに、いろんな意見が出ておりましたので、直接担当課に伝えるものは伝えており
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ますので、その中で検討いただいているというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

お願いします。やはりこういったものはやりっぱなしということではなくて、結果をしっかりと

残していただいて、その結果に対して管理をし、この後に続けていっていただきたいなと。そのこ

とが、市民の方々が自分で話した意見が、ああ、これは通っているんだなとか、この会は非常に機

能されておるんだというのが、じかにわかられるんではないのかなというふうに思います。 

続きまして、経常経費では７％の削減ということで言われておるんですけれども、それを除いた

部分で最も大きく変化しそうだと、今編成中の作業で、まだ申しづらいかもしれませんけれども、

最も多く変化するんだといわれるような点が、今の段階で明示できましたら、お聞かせ願いたいん

ですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

ご説明申し上げます。 

先ほど７％減ということで、そのように申し上げましたし、予算編成課長会議で、そのような枠

組みを申しましたし、そのことが報道もされております。 

そういう中で７％を基本に、予算要求枠として経常経費の義務的経費を除いたものは、そういう

ことで要求してくださいということで申し上げた、そういう枠組みでございます。この７％を基本

に、一件審査で査定に臨ませていただきますということでございます。 

あと、それ以外につきましては歳入を見越して、今度はそういうものではなくて、政策選択とい

いますか、事業選択、施策選択になります。そうはいいましても、合併ということになれば基本的

に従前のことをやるために、スケールメリットということで臨まれたということになれば、まずは

身を切るといいますか、そこからスタート。ですから内なるものを削減する、その次にということ

になりますので、そういうことで臨んでいきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

バランスシートのところで、少しお話をしたいんですけれども、特別会計を含む連結で評価をお

願いをしたというのは、今、企業会計においてもやはり連結決算重視という形。これは何を言うか

というと、企業単体の評価ではなくて、やはり資産、あるいは負債というものを、会社トータルで

評価をするというふうに変わってきています。そのことは、やはりこういう市の決算、会計におい

ても同様ではないかなと。やはり市のバランスシートにおいても連結という形で評価をして、負債

に対する考え方だとか、見方を、全体で管理する必要があるんではないかなと思います。 
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そこで例えば、今、平成１６年度の糸魚川市の示したバランスシートがあるわけですけれども、

そこでは将来に対しての社会資本負担比率というんですか、これを計算をいたしますと３５.５％

という程度だと思います。これは大体３割前後が、将来に対する負担が望ましいとは言わないんで

しょうけれども、３割を下回ると将来に対する負担が少ないというふうに評価をされるらしいんで

すけれども、３５.５、これは合併によって少しふえてるというんですね。ふえているというか、

私は、今、青海町を基準にしましたんでふえているんですけれども、この３５.５という値でも少

し高めかなと思うわけで、これが仮に連結ベースになると、多分この比率というのはまだまだ高く

なるんではないかなと。そういうことは、これは仮定の話ですから、もし計算が出されていたら表

示をしていただきたいんですけれども、仮にこれが高くなっていることとすれば、やはり全体で見

ると、将来に対する負担が重くのしかかってくるんではないかなと思われるんですけれども、いか

がでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

お答え申し上げます。 

新市になりまして厳密な意味での連結というか、そういう形で出しておりませんし、市全体でも

出しておりません。ただ、旧糸魚川市で平成１５年度末に普通会計で３６.２％、それが厳密な意

味で連結とは違いますけれども、市全体でいきますと４２％で６％近く上がりました。ですから新

市で出しておりませんけれども、これに近い値があるんではないかと見込んでおりますので、今後

１７年度を締めましたら、そういう形で検証してまいりたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

これは合併の１つのテーマでもあったわけでありまして、将来的に財政難が予想されるというか、

もう見えてるわけですから、やはりいずれの指標を使うときも悪い方の数字というものをオープン

にして、そしてそこにターゲットを当てて改善を目指していくというふうなことをお願いしたい。

市長、そのようにまた今後連結、あるいはバランスシートの年次のトレンドでの評価というものを、

ぜひお願いをしたいと思います。 

そして中期的な考え方にもなるんでしょうけれども、来年度策定される総合計画というものが、

これからはこの予算の柱となってくるんでしょうけれども、今バランスシートが出ましたので、ち

ょっとお伺いしたいんですけれども、今後の地方債に対する考え方というものは、そういう中期的

なものの中、総合計画の中でも示されるんでしょうか。 

例えば今、一般会計単体で約３４０億円ぐらいの地方債というのが出てるんですけれども、この

水準を維持しながら市をつくり上げていくのか、あるいは少しずつでも減らしていく、そういう中

で新しい市をつくり上げるのか、その辺についてお伺いしたいんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

私といたしましても、この合併をした１つの目的もその辺にあると思っておりますので、この歳

出削減に努めてまいりたい。そしてその市債残高をどれだけかでも減らしていきたいという方向で

いきます。 

ただ、それで減らすだけではなくて、地域振興にやはりその辺を見出していきたい部分であるわ

けでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

それと、その経常経費の削減の部分に、少し入らせてください。これを具体的にどのような項目

で、どのような対策で削減をしていくのか。もう予算編成までには間もないわけですから、その辺

の指示は出されていると思うんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

お答えいたします。 

先ほども少し申しましたけれども、経常経費７％減というのを目標にしまして、ただし一律削減

というのは、いかがなものかということになります。個々の施設については、管理の充実が求めら

れているものもあります。そういう中で７％を基本に、一件審査でこれはやらせていただきたいと

いうことで、普通旅費とか消耗品費、食糧費、印刷製本費、電気料とか、そういうふうなものも含

めて１つ１つやらせていただいて、新市としての基準をつくって、これからのまた次のステップに

臨ませていただきたいと、そう考えております。今後の基準づくりでもあると思っておりますので、

最初は１件ごとに、つぶさにやらせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

じゃあ再度確認しますけれども、一律７％削減という指示は出してないということで、こちらと

しては認識をしたということです。これはやはり一律削減方式ということになると、当然のことな

がら実績を重視するということになろうかと思いますので、改革というか、新しいものを積み上げ

るということにはなりません。せっかく合併をして、１からスタートとなったわけですから、今の

答弁をもう一度私なりに繰り返すと、ゼロベースから積み上げていくということで、考え方はよろ

しいんでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

厳密な意味でゼロベースとまで言えるかどうかわかりません。これまでの経過も尊重しなければ

なりませんけれども、そういうことを踏まえつつも１件ごとに、これからの基準ということでやっ

ていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

市長公約のところで３つのポイントが上げられていました。この３つの柱に対して、重点配分を

行うというようなことで理解をしてよろしいんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

施策は総合的に進めなきゃなりませんけれども、その中でも重点をしていきたいというふうにし

て、先ほど市長が答弁申し上げました。そのとおりであります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

今年度の予算編成というのは、非常に難しいのかなと。それはやはり新市の総合計画ができ上が

るのは来年９月ということですから、その予算編成は平成１９年度予算からとなります。そうなる

と来年度予算というのは、市長が示された方針というものが、これだけが指針となるんではないか

なと。ぜひ米田市長にお願いしたいのは、強力なリーダーシップを示していただいて、ご自身が納

得のいく編成を期待したいと思います。 

３点目の行財政改革への取り組みにつきましてですけれども、行政改革推進委員会にはどこまで

の機能を期待をするのか。今示されているのは、行政改革大綱の審議を行う、こういう機関なのか、

あるいは実施計画の策定にまで関与をしていくのか。その辺についてお伺いしたいんですけれども。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

委員の方につきましては、市長の方から仕事についてはお話をさせていただきましたが、３年間

のお願いをしておりますので、今年度については大綱策定を中心にし、新たに実施計画も若干中に

入っていきたい考えでおりますので、そこから始まっていくと思っています。来年以降は、それら
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の進行管理もできればチェックしていただいたり、あるいはご意見を聞いたりしていきたいという

ふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

これは先ほどの笠原議員のお話とも少しダブるんですけれども、我々が政務調査で訪問いたしま

した広島県の大竹市では、この行財政改革実施計画を作成するにあたりまして、市民による完全公

募制ということをやっておりました。応募されたのが５７人、全員が委員となりました。グループ

に分かれて、市長への提言書を作成するという取り組み。それともう１つは、一方では職員からも

公募をしております。これも完全な公募制でありまして、職員の皆さんから５３名の職員が応募を

して、これもグループに分かれて市長への提言書を作成し、そして職員の場合は、全職員を対象に

プレゼンテーションを行うという。 

市民、職員が参画した計画を作成しておると、こういう例を視察によって伺ってきたんですけれ

ども、このことで非常に感じたことは、やはり市長の基本方針がしっかりとしておると。その方針

にのっとって市民の公募委員、あるいはそこに頼るだけではなくて、職員の目から見たシステム改

善と、その中で意識を変えていくんだというような取り組み。非常にユニークなように思えるんで

すけれども、実は市民、職員の方々は、応募した人が全員が委員ですから、みずから立てた計画に

責任というものを持たなければならない。そして、さらにはそれを数値であらわしていました。進

捗管理も行うという、非常に上手に市長が市民を引っ張っているというような感じが伝わってまい

りました。 

当市の場合も今ほど３年間の推進委員会というお話ですから、大綱を今作成中、委員の皆さんの

機能というものをしっかりお伝えをしていただいて、それで実りのあるこの大綱、そして実施計画

をつくっていただきたいなというふうに思います。 

財政計画の中では、特別委員会の中でもいろいろと指摘をさせていただいてきたんですけれども、

やはりここで１つ問題だなと思われているのは、職員の方の退職金が、その年の人件費に含まれて

おるというところが、やはりどうしても計画を見ると、そこに少し問題があるんではないかなと思

います。退職金を一般会計から支出をしている、それが退職者数の変化によって一般会計の、要す

るにやりたい事業の方にまで影響が出るんではないかな。特に１８年度から１９年度では、２０人

差があるわけですね。そうなったときに、年度ごとの退職者の違いによって、事業にも若干何か差

が出てるように見えるわけです。 

投資的なデータが、約１億７,０００万円ぐらいの前年比マイナスというような計画になってま

すね。そういうことになって本当にいいもんだろうか。せっかく職員退職手当基金というものがあ

るわけですから、そこに毎年一定額を充当して、基金に充てて、そして退職金は基金から支出をし

て、一般会計を安定させる必要というものを私は感じるんですけれども、その辺、どのようにお考

えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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荻野財政課長。 〔財政課長 荻野 修君登壇〕 

○財政課長（荻野 修君） 

お答え申し上げます。 

ご指摘のとおり退職者の増減、多い、少ないによって、一般会計の歳出構造に影響を与えるとい

うことはご指摘のとおりでございます。 

そういうことで、新市で職員退職手当基金はありますけれども、これはゼロからのスタートにな

ります。そういう中で、やはりそういう基金を使って平準化するということを考えていかなきゃな

らんということで、これはまだ結論的に申し上げられませんけれども、そういうことを今後の運営

の中で考えていかなきゃならんと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

よろしくお願いします。 

もう１つ、これとあわせてやはり採用であります。計画では退職者の半数を採用するとあるわけ

ですけれども、やはりこれはこれから将来の労務構成、あるいは市民の感情というか、親御さんの

気持ち、こういったものを考えますと、ある程度採用に関しては中期的に安定化というものを求め

ていって、採用すべきというふうに考えるんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

さきの特別委員会の中で、定員化計画をお示ししました中での、年度ごとの退職者のバランスに

大きく差がある年度が出てきておりますので、やはりここら辺と将来の糸魚川市の職員のあり方等

を考えると、やはり大きな山坂がないように平準化していくのが努めだというふうに思っておりま

すので、そこら辺と実際の業務のあり方を見きわめながら、考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

平野議員。 

○６番（平野久樹君） 

よろしくお願いをします。 

これからはちょっと提言めいたものになりますけれども、先ほどの質問の中でＰＤＣＡをうまく

使っていってほしいということ。それはそちらの方からの指針の方に出ておったんですけれども、

私が聞いた趣旨はＰＤＣＡを使う前の段階で、プランを立てる前にどのような事業を、削減目標を

定めていくのかと。そういう計画を、どういう手法を使って行っていくかという趣旨で伺いました。

このことは計画を立てる前に、まず事業仕分けという手法があります。 

これはＮＰＯ団体の構想日本というところが、実際に多くの自治体でもう既に行っている手法で
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す。これは先日、ここの加藤秀樹代表という方の講演を聞く機会があったわけですけれども、自治

体の中で県では、もう既に新潟県をはじめとしまして９つの県で実施をし、市では、これも新潟市

をはじめとして５つの市で既に取り組んでおります。 

この作業の実績を評価をした小泉首相が、国の事業についても実施するよう与党に指示を出した

という手法でありまして、この作業は職員、住民、民間団体職員、こういった方々が一緒になって、

現在の行われている個々の事業が、自治体の役割だから仕方がないんだといったような抽象的な論

議から離れまして、そもそも必要な仕事なのかと、こういうところから入っていく。この議論を行

って、次に必要とあれば、市がやる仕事なのか、あるいは民間でできないのか、県、国の仕事では

ないのかといったところまで掘り下げて、一つ一つの事業を見直しをしていくということだそうで

す。 

これは実際に新潟市の事業仕分けを行った結果が書いてある、これは構想日本のインターネット

のホームページから出せるんですけれども、この中で見てみますと新潟市の場合、１,４６９の事

業、これを５つの班に分けて仕分けを行ったと。その結果で不要となった事業が３８６事業、約

２６％もの事業が不要と判断されたということです。また、民間で対応が可能となったもの、こう

いうものを含めますと３割の事業が不要というか、今の市の自治体から外れたということです。歳

出金額にしまして、２割の削減ができました。新潟市は１,０００億円を超える事業規模です。し

かも、それの２割が削減可能となったということです。 

ここは大きいですから、ちなみに人口規模が５万人程度の、糸魚川市とほぼ同じ規模の神奈川県

の三浦市、この結果でも新潟市とほぼ同じ２７％の事業が不要になりました。これは事業規模が違

っても、基礎自治体としての仕事の同質性というものが、明らかになっているという結果ではない

のかと思います。 

これがすべてとは申し上げません。私がこの講演を聞いたときに、これはどこの自治体でも取り

上げてやってみれば、今まで続いていたからこの事業というのはあるんだということではなくて、

じゃあ本当に必要なんですかということを一度見直す。これがゼロベースからの積み上げというこ

とを、お願いしたゆえんでもあるんですけれども、ぜひこのほかにもいろんな手法があると思いま

す。いろいろあると思うんですけれども、この事業仕分けが実際の自治体で効果を上げていると。

しかも国もこれを取り入れようと、もう首相も指示を出したということですから、ぜひこういった

ことを検討に取り入れていって、こういうことで新しい総合計画というものを立てていただきたい

なというふうに思います。 

最後は提言めいてしまいましたけれども、この提言を行いまして、一般質問を終わらせていただ

きます。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、平野議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

関連質問なしと認めます。 

ここで５５分まで休憩といたします。 
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〈午後２時４０分 休憩〉 

 

〈午後２時５５分 開議〉 

 

○議長（松尾徹郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、斉藤伸一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 〔１６番 斉藤伸一君登壇〕 

○１６番（斉藤伸一君） 

一般質問として発言通告書に基づき市長の考えを伺いますので、よろしくお願いいたします。 

１、適正な公金の出納事務及び公金の保管と運用について。 

(1) ペイオフ（預金保険制度）全面解禁後の対応。 

  これまで金融機関に預けたお金は、経営破綻した場合でも全額保護されていたが、ペイオ

フが全面解禁された４月からは、１,０００万円を超える預金については、これまでのよう

に全額保護とはいかず、保証対象は元本１,０００万円とその利息に限られ、自治体の公金

も例外とせず対象となりました。 

  当糸魚川市として、ペイオフ解禁対応を伺います。 

(2) 会計事務効率の取り組み。 

  会計事務においては伝票作業及び財務会計システムの複雑化等問題点が考えられる。会計

課において事務効率の向上に対する取り組みはどのように行っているのか。 

(3) ミス防止の対策。 

  会計課は、市民の血税による出納の最終チェック機関であり、ミス防止対策をどのように

行っているか。 

２、地方分権時代における自治体監査について。 

(1) 外部監査導入についての考えは。 

  地方自治体の空出張やその他の事項など、公金の不正支出が多発し、監査の重要性が認識

されるようになり、既存の監査委員制度の充実や強化に加え、新たに第三者が地方自治体の

行財政をチェックする外部監査制度の導入が、平成９年に地方自治法が改正されました。 

  当糸魚川市において、住民に対する信頼性や透明性の強化のため、外部監査導入について

の考えは。 

(2) 監査結果の公表について。 

  強制的に徴収される税金の使途報告である以上、監査報告は行財政や会計上の専門知識を

持たない住民にも容易に理解できるよう、行政評価手法を用いた説明報告が必要でないか。 

３、火葬場整備について。 

(1) 新市建設計画に火葬場整備事業が盛り込まれているが、火葬場整備の将来展望及び計画の

具体的考えを伺いたい。 
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(2) 能生地域と糸魚川地域の２カ所に火葬場があるが、火葬場の移転や統合及び斎場の建設に

ついての考えは。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

斉藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目、ペイオフ全面解禁後の対応についてですが、公金の管理及び運用につきまして

は、公金預金の保全大綱及び公金運用方針を庁内で指針として定め、安全性の確保、流動性の確保、

有利性の確保の３点を原則として、適正な管理運用に努めております。 

それにあわせて、預金の預け入れ先である金融機関の経営状況などに留意をしながら、４月から

の全面解禁以後、普通預金について全額保護される決済用預金に切り替え、また、定期預金につい

ては金融機関ごとに借入金債務と預金債権が相殺される範囲内で運用を行うことにより、確実な保

全を図っております。 

２点目の会計事務効率の取り組み、及び３点目のミス防止の対策についてですが、合併以来、新

たな処理システムにより事務を行っており、伝票による処理方式や審査の方法について見直し作業

を現在進めているところであります。 

改善すべき点に対して適切な解決策を講ずることにより、会計事務の効率化とミスのない事務処

理の執行に努めてまいりたいと考えております。 

２番目の１点目、外部監査制度の導入についてですが、現在、制度の導入が義務づけられていな

い一般市町村での導入は極めて少ない状況にあり、当面のところ制度の導入は考えておりませんが、

地方分権時代に対応した監査機能の強化の観点から、今後、導入効果を見定めてまいりたいと考え

ております。 

２点目の監査結果の公表についてですが、既に広報紙などでお知らせすることとしており、わか

りやすくお知らせするよう、内容等について、今後、監査委員と協議をしてまいりたいと考えてお

ります。 

３番目の火葬場の整備についてですが、糸魚川火葬場は昭和４４年建設以来、築３６年を経過し

ており、平成１０年に改修を行っております。一方、能生火葬場も昭和５３年に建設以来、築

２７年を経過しており、いずれも老朽化が進んでおります。そのため新市建設計画の中で、施設の

整備を計画しておりますが、具体的な内容は、まだ決まっておりません。 

今後、庁内で関係課による検討委員会を立ち上げ、建設位置、規模、附帯設備などなどの問題に

ついて、検討を進めてまいりたいと考えております。 

以上のご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長から答弁もあ

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 
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○１６番（斉藤伸一君） 

今回ペイオフに関して質問するのは、取引先の金融機関が実際に破綻してしまい、公金が棄損し

てしまったときは定められてうたわれているんですが、収入役や公金管理担当者までも、賠償責任

を問われる可能性があるということがちゃんと載ってるわけですね。それと、あるいは取引先の金

融機関でなくても破綻した金融機関があれば、どのようなペイオフ対策をしているのか住民から説

明を求められる可能性があり、説明責任という目的において自治体はどのような方針で公金を運営

しているのかを、住民に積極的に明らかにしていくことが重要であると考えております。 

ただ広報に載せるだけではなく、今回、議員としても一般質問で、そこら辺を詳しく知りたいと

いうことで項目に入れておきました。 

まず、市長から今１回目の答弁があったわけですが、もう少し具体的に、わかる範囲で教えてい

ただきたいのは指定銀行というか、ペイオフに関しても金融機関は何社あるのかを、まずそれを

１点お聞きすることと、それから全体でもいいんですが、定期や預金についても決済用預金で対応

するということなんですが、その全体のお金の金額は幾らぐらいあるのか。この２点について、ま

ずお聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 

お答えいたします。 

最初の金融機関の数でございますが、指定金融機関並びに収納代理金融機関等につきましては、

１１金融機関がございます。市内の金融機関が１０でございます。公金をただいま運用している金

融機関は、市内の金融機関１０でございます。 

預金の実態でありますけれども、預金の実態につきましては定期預金と、現在、決済用預金に切

り替えました普通預金で運営しておりますけれども、定期預金では６９億２,７００万円余り、そ

れから決済用預金になりますけれども、普通預金では３５億８００万円余りでございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

それで確信に移っていきますが、もちろん自治体の自己責任原則にかなう公金の適正な管理運用

を行うため、先ほど市長の答弁にもあったんですが、資金管理及び資金運用の基準は定めてあると

いう答弁ですが、この次のステップとして災害や何かでも、災害対応マニュアルとなるそのシミュ

レーションを行った、そういう基準までつくるべきだと考えておるんですが、この資金管理及び資

金運用の基準はあるんですが、もし実際に金融機関が破綻した場合を想定した、行動や対応の危機

管理マニュアルまで作成はあるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 
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斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 

お答えいたします。 

預金先の金融機関が破綻した、または破綻の恐れがあるという情報を得た場合の対応につきまし

ては、状況に応じて臨機応変の対策を講じなければならないと考えております。 

具体的には事態のレベルに応じまして、庁内に公金管理委員会、または公金管理会議を設置をい

たしまして、組織的な対応を図ることにしております。公金管理委員会ではそれぞれの委員が、あ

らかじめ定められた役割分担によりまして、情報収集や初動態勢の確立を図って対策方針の案を定

めます。その後、公金管理会議を設置をいたしまして、そこで公金管理委員会で実施した初動の対

策を確認をしながら、相殺等の対策方針を実施に移すと、決定をしていくということになります。 

ご質問の危機管理マニュアルについてですけれども、破綻に備えました初動態勢の確立などのた

めの危機管理マニュアルでございますが、それにつきましては、ただいま例規として整備されては

おりませんけれども、他の団体の例を参考にしたものを備えております。実際の局面では、手順に

手を加えてございますけれども、それによって対処することにしておりますが、今後、当市の実態

にさらに合うように検討を加えまして、早急に整備をしたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

今ほど斉藤課長が言われたように危機管理マニュアルというのは、まだ全国でも数は少ないんで

すが、やはりこれを作成して、ちゃんとペイオフに対する対応を行っているということで、今ほど

で検討して、それなりの危機管理マニュアルとしての位置づけをもっていきたいということなので、

それについては事例を参考にしながら、対応をお願いしたいと思います。 

それから、銀行の評価の件ですが、指定銀行１１、１０の２１の金融機関があるんですが、これ

確かに金融機関の経営状況分析の評価基準というものがあるのかどうか。これは確かに金融機関の

財務指標から、金融機関の健全度を判断できるようになるまでには、何回かの決算期を終える必要

があるわけですね。公金担当者が数字感覚を磨き、金融機関の信用度の判断が可能となるまでには、

やはり少なくともノウハウを知るということになると、１年が担当者としては必要となると考えて

おります。しかし評価ノウハウが蓄積された担当者が、これは人事異動のたんびに異動をした場合

に、また、新しい人が入ってきた場合に、やっぱりこのノウハウを知るまでというのは時間がかか

ってしまう。そうではなく、やはり客観的かつ継続的に、時系列的に経営状況評価を行うためには、

評価基準を作成することが必要でないかと思うんですが、この件についてはいかがな考えでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 
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金融機関を評価するための評価基準ということでございます。私ども金融機関を判断をする場合

に、健全性と収益性と流動性の３点を基準に評価をして分析をしてまいります。健全性では自己資

本比率だとか不良債権比率、それから収益性では経常利益や当期利益、流動性につきましては預金

量の推移など、多くの項目についても分析をするわけでありますが、いずれも金融機関の種類や規

模の違いがあることによりまして、絶対的な数値基準というようなものはございません。同一金融

機関についての複数年にわたる、過去から何年という形になるかと思いますけれども、時系列比較

と、同種の金融機関を比較をする他行比較というものを組み合わせて、総合的に分析、評価を行っ

ているところであります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

これから行政改革がどんどんどんどん進んでくるわけであり、職員の数も減らすという方針が出

ております。 

そこで、この予算や人員が限られた出納担当部局、今も会計課においてはそんなに多くの人間が

作業をしているわけではなく、少ない人間で今会計の事務を行っている。そういう場合に、金融機

関の知識を有する人材の育成強化が、やはり必要だと思うのですが。 

これは総務課長に聞いた方がいいのか、ペイオフに関する金融機関に関するそういう教育の強化、

これは特に一番難しい数字の関係でありますので、これをぜひやっていただきたいと思うのですが。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

本間総務課長。 〔総務課長 本間政一君登壇〕 

○総務課長（本間政一君） 

県内の市町村でやっております県の研修センターの中で、会計事務の検査項目がありまして、そ

の中で会計事務のことの研修を受けております。いずれにしましても、収入役の方からしっかりし

た管理をいただくというのが、第一というふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

決済用預金の件の方に移りますが、地方自治法には歳計現金、歳入・歳出外現金は、最も確実、

有利な方法により、これを保管しなければならない。また、基金についても特定の目的に応じ、及

び確実かつ効率的に運用しなければならないと定められているわけであります。 

決済用預金はご承知のとおり、ただ預けるだけで利息がつかない。それから、いつでも払い戻し

請求ができるもの、振り込みなどの決済サービスに使うことができるという３要件であり、自治法

の精神からいきますと、有効に確実かつ効率的に運営してということに対して、この決済用預金と

いうのは、確かに金融機関が破綻した場合でも、全額保護されるわけでありますが、利息がつかな
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い。 

せっかくのお金を本当に効率よく使うというのと、どうもそこら辺が矛盾してくるわけですが。

確かに利息はつかなくても、保護は間違いなくされるよということがあるんですが、その自治法の

精神と今回のペイオフに対する、自治法のこの考え方ですね。市として、このペイオフに対する決

済用預金と自治法の関係について、考えをお聞かせ願いたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 

お答えいたします。 

議員ご指摘のように自治法では、最も確実で有利な方法で運営管理をするというふうに定められ

ております。 

そこで当市の方針でございますけれども、先ほど市長が答弁いたしたように一般的な、いわゆる

基本的なものの考え方として、公金のすべてをいったん決済用預金として、まず保全を図ります。

その中で制度的に金融機関との借入金等があるわけでございますけれども、それと相殺できる範囲

というのがありますので、その範囲をぎりぎり使って定期で運用して、少しでも有利な運用を図っ

ていくということで、２つの相反する命題を、処理をしていかなければならないわけでありますが、

現在のところ、あくまでも公金のすべてを、まず何があっても保全をするという考え方を第一義と

してやっております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

保全をまず優先するという、糸魚川市の方針だということですね。 

ここでペイオフでもちょっと難しいところがあるのは、金融機関の評価にしても、これは自治体

が経営状況が必ずしも良好でない地元金融機関を外したり、資金を引き上げた場合は、これは風評

被害により、その金融機関の破綻の引き金となりかねないという問題もあるわけですね。ただしペ

イオフの関係で、やはり預けなければいけないという、そういう問題もある。この難しいところが

あると思うんですが、何を置いてもやはりこれは市民の血税でありしっかりとした、今ほど当糸魚

川市としては、保全を優先するんだという考えが出されましたんで、ぜひペイオフの対応をお願い

申し上げまして、次の質問を移りたいと思います。 

会計事務の取り組みであります。ちょっと私も今回の一般質問に先立って、インターネットで会

計というところで検索しておりましたら、ちょっと目についたものがありましたので紹介したいと

思いますが、これは１職場１改善運動として、会計課の小集団活動をインターネットのホームペー

ジに載せているのがあったわけですね。これは題名は「伝票にわずらわされない会計事務を目指し

て」ということで、問題点としては、１位、伝票の不備が多い、２位、伝票の枚数が多い、３位、

財務会計システムの操作が複雑との問題解決に向け、これも先ほども平野議員からも出ましたＰＤ



－ 143 － 

＋ 

ＣＡ手法により取り組んでおるわけです、小集団活動をしておるわけですね。 

これは内容を紹介していますと時間がかかりますので、最終的に、これはどういうふうになった

かと言いますと、これは到達するまではさまざまな壁にぶつかり、試行錯誤をくり返した上、庁内

各課へ伝票切りのノウハウなどの出前講座、要するに会計課の出納担当者が出かけて行って、その

職員にノウハウの出前講座や、また意見交換を実施したそうです。 

私が今紹介して訴えているのは、今後、行政改革が推進されていきますが、職員自身がどうすれ

ば糸魚川市のために尽くせるかという行動を起こさなければならない。市長が職員の意識改革、助

役を含めて教育に乗り出しておるわけでありますが、やはりただ会計課という数字を見て伝票を切

る作業だけではなく、やはりどうしたら糸魚川市のためになるのかという前向きな取り組み。小集

団活動という形でやっているのを見て、糸魚川市でもただ自分の仕事だけをするのではなく、どう

したらもっと改善された作業になるかということがあったわけですが、この私の考える会計につい

ては、こういう取り組みについて参考にしながら、会計課としての作業軽減などは考えられないも

んですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 

お答えいたします。 

会計課で実は審査する伝票で不備があって、主管課に訂正をお願いするというようなものの数に

ついては、データとしては押さえておりせんけれども、合併直後は確かに相当の割合を示しており

ました。これは合併により新たな処理システムの操作が不慣れであったことや、１市２町の異なる

事務処理方式を統一したことによる初期の不具合が、原因として考えられておったわけでございま

すけれども、そこで効率的な会計処理に向けてどうすればいいかということで、討議をしたわけで

ございます。 

全庁的にも今行革の一環として、事務事業の見直しに取り組んでいるわけでありますけれども、

会計課におきましても随時検討会を持つなどして問題点を明らかにする中から、改善策を検討して

いるところであります。 

現在は会計課のみならず全庁的に、会計事務の正確性を確保しながら省力化に結びつくという、

一見矛盾したような命題なんでございますけれども、そういったシステムを構築をする段階であり

ますけれども、議員が申していただきましたご提案の会計課が各課に打って出た取り組みといいま

すか、元から断つというような、元から是正をしていくというような、そういった積極的な取り組

みについては、今後の方策としてぜひ検討していきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

先ほどの平野議員の話にもありましたが、私たち新政会会派として７月には栃木県の鹿沼市、青
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森県の二戸市、岩手県の北上市、それから１１月には兵庫県の五色町、広島県の大竹市と政務調査

に出かけておりますが、やはり行って感じたことは、そこの首長のリーダーシップが大変すばらし

いものであり、職員自身が前向きに一生懸命に取り組んでおると。元気のある行政ということで、

もちろん視察に行くわけですから先進地へ出かけるわけで、全国のところが全部が全部そうだとは

言いませんが、市長にぜひこの会計事務の取り組みの先ほどの小集団活動のように、職員にしっか

り横のつながり、会計課だけではなく全庁の担当課の職員に、本当に自分たちのことは自分たちで

糸魚川市をよくするんだという意識づけを、ぜひお願い申し上げまして、ミス防止の対策の方に移

りますが。 

今ほど述べましたように小集団の取り組みと同様でありますが、会計課というのはやはり地味な

職場であるが、一番大事な部署との認識を持っております。また、前向きな改善策を考え、間違い

のないようにしていただきたい。 

考えてみますと、伝票の数字ばかり見ていると、人間の緊張感というのは約１時間が限度ぐらい

ではないかと。これは民間の企業でありますが、１時間ぐらいたつと、その数字から目を離して遠

くを見たり、また、午前中・午後、リフレッシュ体操とか、そういうことによって、ミス防止の対

策をしておる。会計課長としては、ミス防止の取り組みはどのように行っているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤会計課長。 〔会計課長 斉藤隆嗣君登壇〕 

○会計課長（斉藤隆嗣君） 

お答えいたします。 

審査ミスというのは、どうしても出てまいります。その防止のための具体的な取り組みについて

でありますけれども、１つは、先ほど申し上げました会計処理システムの効率化の中で、審査しや

すい仕組みに改善すること。また、実際の審査事務におきましては、複数担任制による作業の分散

とか情報の共有化、それからダブルチェック、トリプルチェックの実施などにより、審査ミスの防

止を図っております。 

議員ご提案のリフレッシュ体操などにつきましては、必要だとはわかっておるのでありますけれ

ども、日々の事務に追われておりまして、現在実施はいたしておりませんが、ミスの発生しづらい

良好な執務環境を整えるという意味から、融和のある職場環境の維持を目指しているところであり

ます。実際に発生するミスのほとんどがうっかりミス、それからあるいは思い込みのミスでありま

す。自覚と相互啓発といいますか、そういったことで、慣れによるミスが発生しないように努めて

おります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

ぜひ間違いのないように、よろしくお願い申し上げます。 

監査制度の方に移りますが、まず、これは広川監査委員事務局長に聞いた方がいいと思うんです
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が、外部監査導入をしたということに対し、外部監査をなぜ導入したかということ、どういう考え、

また認識をお持ちでしょうか、それをお聞きします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

広川監査委員事務局長。 〔監査委員事務局長 広川 亘君登壇〕 

○監査委員事務局長（広川 亘君） 

お答えいたします。 

この制度が導入されました経緯でございますが、先ほど平成９年導入ということでございますけ

れども、議員からご提案ありましたように、そのきっかけがもともと空出張とか官官接待という不

正防止がきっかけでありましたけれども、地方分権の推進ということも、また大きな理由として導

入をされた背景があるというふうに聞いております。 

この制度の手続につきましては、条例を制定する必要があるということと、それから外部監査人

との契約をするに当たっては契約をするという行為も、これもまた議決が必要だというような手続

になりますが、あくまでもこの制度は現状の監査委員制度というものが、本当にそこに専門性や独

立性があるのかというあたりから、さらに外部の監査人を入れることによって独立性を強めたい、

あるいは専門性を高めたいという背景から、導入されたというふうに聞いております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

確かに外部監査制というのは、今ほど広川事務局長が言われましたように条例を定めなければい

けない。ただし、これについては包括外部監査と、やはり個別外部監査があるわけですね。包括外

部監査というのは、都道府県とか指定都市、中核都市というのは義務づけられている。個別監査に

ついては、これについては個々の自治体の条例を定めてこれを行うと。 

今ほどの市長の答弁では、今現在は外部監査については考えていない。ただし今後のこともあり、

見定めていくということが示されたわけですが、私もちょっと調べてみましたら平成１４年のデー

タではありますが、条例を定めてこの個別外部監査を導入しているというのは、全国でも３９の市

町村があるわけなんですよね。今現在も三位一体改革、分権関係で、市町合併の関係もありますが、

この外部監査導入については、やはりどんどんどんどん進んできている。それは確かに外部から監

査をお願いするわけですから給料を払わなければいけない、お金はかかるわけですが、やはりお金

よりも透明性、専門性。いわゆる分権の社会になるに従って、自治体がやはり苦しい財政に追い込

まれてくるわけですね。それを補うためには、やはり住民からの協力がなければ、これからの地方

分権が通常うまく進まないということもあり、住民の理解を求めるためにも外部監査というのは、

導入されてきておるという考えであります。 

それで監査結果の公表なんですが、ホームページで見ますと監査結果の報告がホームページに載

っている。ちょっと説明させてもらいますが、これは公の施設の使用料の徴収事務を私人に委託し

ているにもかかわらず、委託契約書に規定がない事例が見受けられるとか、それから福祉乗車証及

び敬老優待乗車証の交付事務において、書き損じた有効期限内の乗車証、それから汚れて交換した
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有効期限内の乗車証など、有効期限内の乗車証の枚数を確認して保管してない事例。これら書類等

の乗車証を使用不能とする処置を行っていない事例が見受けられる。こういうところまで住民に対

して、開示しているわけであります。それによって住民が、今現在どういうふうな行政があるのか

という政治的な関心を持ち、行政に対して自分たちの地域ではこうだとか、ある程度大変苦しい思

いをしているんだという、そういう意識づけにもなるわけであります。 

聞きますが、糸魚川市の住民に対する広報は、どのような広報の形になっているんでしょうか。

今、私が言ったようなところまで掲示を出しているのか、それから、その監査結果はどのような形

で出しているんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

広川監査委員事務局長。 〔監査委員事務局長 広川 亘君登壇〕 

○監査委員事務局長（広川 亘君） 

お答えいたします。 

監査につきましては、いわゆる実際に行っている監査の内容でございますが、定期監査、これは

ある程度年間を通じて行わせていただいております。それから毎月１回必ず行うのが、例月出納検

査、これは毎月行っております。それから、もう１つは決算審査、年度末に締めまして、その後、

議会提出前に決算審査を行うということです。 

その３種類の監査、検査、審査につきまして、この定例監査につきましては、年間通じてやりま

すので、年度末に監査の公表、それを各部局の長に対して監査結果を送付するとともに、広報でお

知らせをするということにしております。その広報で載せたものについては、ホームページにも載

るということになっております。 

それから内容につきましては、ほかの自治体ではかなり詳しく載せているものもありますが、う

ちの場合には、それについては各課へ連絡事項ということで、各課へ連絡をするのみで、外部公表

はしておりません。 

ただ、市長もお答えしましたように、監査の部局と市長部局でその辺を、どの程度まで詳しく市

民にお知らせするかについて検討していきたいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

この項目については、あと最後となりますが、監査事務局が実際の業務で、事務局が予備監査で

各課や局へ資料をチェックするなど、果たす割合は極めて大きいわけでありますね。ただし、職員

はいずれも監査を受ける側からの執行であるわけです。ということは、広川監査事務局長は違うと

思いますが、そちらへの帰属意識が強くなる可能性があるんではないか。局長として、そこら辺は

どう考えているのか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

広川監査委員事務局。 〔監査委員事務局長 広川 亘君登壇〕 
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○監査委員事務局長（広川 亘君） 

お答えいたします。 

それぞれの部署に配置されれば、その人間になり切ってやると。その組織の責任において動くと

いうふうなつもりで、今までもやってきましたし、これからもやってまいりたいというふうに考え

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

火葬場（ｶｿｳﾊﾞ）と言うのか、火葬場（ｶｿｳｼﾞｮｳ）と言うのか、ここらは私もちょっとわからない

ので、火葬場（ｶｿｳｼﾞｮｳ）として言わせてもらいます。火葬場というのは社会生活において不可欠

な都市施設であり、遺族や関係者に安らぎを与える、尊厳のある施設でなければならないと思って

います。 

そこでまず１点お聞きしたいのは、その案内標識の件であります。能生については、道路から火

葬場へ行く曲がりのところには、案内標識は１本もない。それから糸魚川の場合におきましては、

ちょうど一の宮の滝川原線と、それから土底谷線の基点のところ、ちょうどＴ字路のところに案内

標識板があるんですが、これが何と言ってもみっともない話でありまして、横が４０センチ、縦が

１５センチぐらいの「火葬場」というのがあり、これ杭にただわら縄で縛ってある。その杭ももう

腐りかけて、横に倒れかかっている。これは遺族の人たちとか、市外から来た人たちがあそこを通

行するときに、糸魚川市の外観ばかりよくても、やはり一番重要な、私たちが必ず厄介にならなけ

ればならない、そういう案内標識が、こういう惨めな姿というのは、いかがなものかと思うんです

が、どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

案内標識の件でございますが、能生地域におきましては比較的見通しのいい場所にございますの

で、特段よろしいかと思うんですが、糸魚川地域の火葬場については奥まっていると言いますか、

道路が非常にわかりにくいということから、３カ所について設置をしてございます。 

ただ、ご指摘のように管理が行き届かなくて、非常に見苦しい状態になっておることにつきまし

ては至急点検をしまして、すっきりしたものにしたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

思ってるだけじゃだめですよ。やりますという言葉がいただきたいんですが、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

至急点検をして、すっきりしたものにつくりかえます。よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

検討会を設置して、今度位置をこれから模索していくという話なんですが、今現在、糸魚川地域

の火葬場については、その土底谷線の方は曲がりくねり急勾配、冬季間や何かでも車の通行、すれ

違いもできない状態である。この道路の整備については、どのような考えでおるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

先ほどお話いたしましたように、道路の状況が入り組んでおるということで、年次的に整備を加

えております。また、地元の皆さん方との懇談の席でもご要望をいただいておりまして、それらに

ついて対応させていただいておりますが、１６年度におきましてはカーブの曲がりの部分、それか

ら１７年度、本年度でありますが狭い部分の拡幅ということで、年次的に対応させていただいてお

りますが、また細かい点については、地域の皆さん方のご要望をお聞きしながら、対応してまいり

たいというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

一の宮・滝川原線ですけれども、これ火葬場までの道路について、１０年前ぐらいにバイパス、

新しい道をつくるという話があったと聞いているんですが、その話はなくなっているんでしょうか、

まだ生きているんでしょうか。ただ整備するのではなく、新しい道路をつくるべきだと思うのです

が、どうですか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

その辺も含めての検討をさせていただきたいということで、先ほどの答弁になっておりますが、

道路の狭いそういったところで、ただもう局部的な改修では、間に合わないというのも自覚いたし

ております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

資料的にちょっと聞きたいんですが、窯の寿命ですね、これをお聞きしたいんですが、糸魚川地

域の火葬場の場合には、平成１０年に改修したということなんですが、その火葬場の窯の寿命とい

うのは何年なんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

ご質問のように平成１０年に改修をしておりますが、その時点では、その後１０年程度という目

安をもって改修をいたしております。 

能生の火葬場につきましては、状況によりまして適宜改修をいたしておりますが、今現在いつま

でという状況ではございませんが、かなり老朽化をしておるというふうに認識をしております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

新市建設計画の中には、火葬場整備ということで１０億円が盛り込まれておる。そこで今の小掠

課長の話では、能生地域のものについては大分老朽化しているということになれば、もし能生の地

域のものが故障を起こした場合には、市長、どうですかね、この１０億円という新市建設計画の整

備で１０億円盛られているやつは、能生の地域の方に全額行くということになるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

新市建設計画の中で１０億円の合併特例債を見込んだ計画を入れてございますが、これにつきま

しては今後整備の場所、それから１つにするか、２つにするかということも含めまして、さらには

ご提言のように、どんな内容の装置を備えるかというものも含めまして、今後早急に検討していき

たいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

糸魚川地域の火葬場については、平成１０年に改装を行っている、それから窯の寿命というのは

１０年ということになれば平成２０年。ということは、どうも私的な考えなんですが、この能生地

域の方はどうにかそこまでもたせて、平成２０年ごろには統合とか、それから移転とか、そういう

ことまでも視野に入れた検討になるという考えでよろしいんでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小掠まちづくり課長 〔まちづくり課長 小掠裕樹君登壇〕 

○まちづくり課長（小掠裕樹君） 

そのようにご理解いただいて結構です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

斉藤議員。 

○１６番（斉藤伸一君） 

まだ検討しておっても１０年はかかるという考えのもとでいけば、今の道路については早急に整

備を行い、また拡幅、または新しい道路をつくるということで対応をぜひ、これをお願いいたした

いと思います。 

といいますのは、せっかく新市になって、先ほど申しましたように外観ばかりがきれいになった

としても一番大事な、私たちは必ず厄介になる火葬場が、そこまでの通路が今の状態では、ほかか

ら見た場合には何だこの糸魚川と、こういうふうに思われてしまいます。 

ぜひ道路については一の宮・滝川原線の整備、また、新道路の建設については早急なる取り組み

をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（松尾徹郎君） 

以上で、斉藤議員の質問が終わりました。 

関連質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

関連質問なしと認めます。 

次に、甲村 聰議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 〔１番 甲村 聰君登壇〕 

○１番（甲村 聰君） 

発言通告書によりまして一般質問を行います。 

障害者自立支援法への市の対応についてと、地域コミュニティサポートセンターについてと、地

域医療体制についての３点について、市長の見解を伺います。 

まず、１点目の障害者自立支援法への市の対応についてであります。 

身体、知的、精神障害のばらばらの制度体系の一元化、利用者本意のサービス体系に再編、就労

支援の抜本的強化、支給決定の透明化、安定的な財源の確保等が盛り込まれ、障害者が地域で暮ら

せる社会に、自立と共生の社会の実現を目指すとのことで、平成１７年１１月７日に公布され、平

成１８年４月に施行されます。市として新たな就労支援事業を創設、雇用施策との連携強化等をど

う取り組むのかの課題があると考えます。また、特に受益者負担が盛り込まれました。受益者と、

その配偶者の不安の増大が心配されます。 
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そこで次に申し上げる事項について、市長の見解を伺います。 

(1) 受益者負担はどの程度になるか伺います。 

(2) 負担軽減措置の内容について伺います。 

(3) 障害者の自立支援の関係機関連携の糸魚川独自システムについて伺います。 

(4) 糸魚川市としての今後の課題について伺います。 

次に、２点目の地域コミュニティサポートセンターについてであります。 

本年３月に新糸魚川市が誕生いたしました。それに伴い地区の数も増加しました。地区の実情を

把握するため地区懇談会を開催し、積極的に地区の皆様の意見を聴取されていることに対し、評価

するところであります。 

地区の実情を把握されることは、早期に糸魚川市が一体化する上で有用な活動であると受けとめ

ています。地区それぞれに特色があり、文化、環境、生活基盤が異なります。地区活性化のために

は地区リーダーの育成、地区コミュニティサポートセンターの役割は重要であります。それにも増

して、米田市長の糸魚川市のトップリーダーとしての決断と実行が重要であります。能生地区の公

民館建設の報道もありました。 

そのことも含め、次に申し上げる事項について市長の見解を伺います。 

(1) 庁内協議の進捗状況とモデル地区の絞り込み状況について伺います。 

(2) 支援体制の構想について伺います。 

(3) 能生地区における公民館建設の整備計画について伺います。 

３点目、地域医療体制についてであります。 

本年８月の文教民生常任委員会の所管事項調査で、糸魚川総合病院と姫川病院について深刻な医

師不足と累積赤字が大きな課題であると報告されています。糸魚川地域保健医療福祉推進会議の医

療部会報告書の中で、医師確保について提言されています。 

医師側の意見として、施設設備が整っていること、看護体制がやりやすい体制になっていること、

しっかりとした指導医がいて、そこで自分に多くの仕事を任せてくれることをあげています。研修

医が研修できる病院、中堅の指導医が十分活躍している病院がこの地域に存続することで、研修期

間が終了してから定着する可能性がある。また、既にこの地域に働いている医師が疲れ過ぎないよ

う、就労面、生活基盤や環境面での配慮。そして何よりもやりがいのある仕事ができる環境整備が

重要ですとあります。 

最近の新聞報道によりますと、富山県内の公的１３病院で常勤医師が減少、また、頼みの研修医

がゼロとなる病院があり、医師確保に躍起になっているとの報道がありました。当市の２つの基幹

病院はほとんど富山大学、旧富山医科薬科大学の派遣医師であります。それに加えて２つの基幹病

院は、民間病院であります。それを考慮しますと来年度以降、現状の医師確保も危惧されます。 

そこで、次に申し上げる事項について市長の見解を伺います。 

(1) 医師確保の現状と展望について伺います。 

(2) 地域医療対策補助事業について１２月補正予算に提案されていますが、次年度以降の対応

について伺います。 

以上に対し誠意ある見解を示していただくようお願い申し上げ、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 
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○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

甲村議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の障害者自立支援法については、１０月３１日の特別国会において成立いたしましたが、

政令や省令が１２月末の公布予定となっておりますので、現段階では、運用基準など多くの点で不

明確となっております。 

１点目の利用者負担につきましては、原則１割負担となっておりますが、報酬単価が明らかにな

っておりませんので、サービス費用がどれほどになるか、現段階においてはお示しできないのが実

態であります。 

２点目につきましては、障害者の属する世帯の所得によりまして、利用者負担の月額上限額が

４段階に分かれており、最高で市町村民税課税世帯で４万２００円、最低は生活保護世帯の０円と

なります。これに食費が加算されますが、各種の軽減措置もあります。 

３点目につきましては、糸魚川地域振興局の呼びかけによりまして、商工会議所、ハローワーク

と各障害者施設が連携を図り、糸魚川障害者自立支援推進協議会が設立され、作業所の受託作業の

拡大と、自主作品の販路拡大に向けて取り組む予定でありますが、この協議会の中で糸魚川市独自

の支援システムについても協議、検討していきたいと考えております。 

４点目につきましては、自立支援法を踏まえ、障害者の日常生活での自立と就労支援に向けて、

作業所のあり方を再検討する必要があることと、通所授産所ができる施設がないのも課題であると

考えております。 

２番目のコミュニティサポートセンターについては、公民館制度と密接にかかわる課題と考えて

おります。その公民館制度事体が３つの地域で、運営方法や形態に大きな違いがあることから、現

在、庁内関係課で協議を進める一方、地域審議会で現行の公民館制度の違いについてご説明をし、

種々ご意見を伺っているところであります。 

このほか住民懇談会でもご意見をいただいており、これらを参考に、それぞれの地域の公民館制

度の現況と今後を見据えながら、コミュニティサポートセンターのあり方を定めていきたいと考え

ております。 

また、２点目の支援体制の構想につきましては、住民の自主自立を基本としながら、公民館制度

のあり方を含め、新たなコミュニティ支援体制を模索する中で、庁内関係課で協議を深めてまいり

たいと考えております。 

３点目の能生地域における地区公民館建設につきましては、本年度、能生地域地区公民館整備検

討委員会を立ち上げて検討いただきました結果、現行の４館体制を７館体制とする答申をいただき

ましたので、今後は新市建設計画に基づき、３地区公民館の整備を図ってまいりたいと考えており

ます。 

３番目、地域医療体制についての１点目の医師確保策につきましては、県はもとより当地域にと

っても緊急の課題となっております。議員ご指摘のとおり、医師の不足は深刻な状況であるわけで

ありまして、医師不足の主な原因は、平成１６年度からの新医師臨床研修制度による大学病院への

医師の引き上げや、地域ごとの医師の偏重があげられます。 
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市といたしましても、県、病院と連携を図り、大学への派遣要請を積極的に行っておりますが、

大変厳しい状況にあります。したがいまして、今後も大学への派遣要請を継続して行うとともに、

国、県が計画する医師確保対策に積極的に参画してまいります。 

２点目の地域医療対策補助事業につきましては、地域医療の確保はもとより、救急医療体制の確

保も市の責務と考えております。このことから医師不足による救急医療の確保が困難になる場合に

は、基幹病院に対して救急医療を維持するための支援予算を、今議会に提案をいたしておりますと

ころであります。来年度以降につきましては、引き続き救急医療体制を維持してまいりたいと考え

ております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の課長からの答弁も

ありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

２回目の質問に入らせていただきたいと思います。 

まず、障害者自立支援法について伺います。 

前回の一般質問の中で、障害者数の連絡発表がありました。障害者数は本年３月現在で

２,７６４人、平均年齢が６６.５歳という答弁がございました。この自立支援法が決まったわけで

ございますが、この部分で、一部１割負担という部分が新たに出てきたわけです。 

いろんな方向性の中で、先ほども申し上げましたが、障害者が地域で暮らせる社会、自立と共生

という部分があがっとるわけですけれども、現在、糸魚川を考えますと、平均年齢が６６.５歳と

非常に高齢化が進んでおるわけです。その中で、１２月末ぐらいにならないと、はっきりしないと

いう答弁でございましたけれども、食費、光熱費は施設によっては差異があると思いますけれども、

どの程度の食費、光熱費になるのか、その点をまず伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

９月定例会で障害者の人数の方を説明させてもらいましたけれども、今現在、１１月現在では、

３障害で合計しますと２,７７３名であります。これは身体、知的、精神なんですけれども、幾つ

か持ってる方もいらっしゃいますので、人数的には一応ダブったカウントになります。 

ただ、この中で６５歳以上の方も非常に多いわけでありまして、６５歳以上の方につきましては、

障害者自立支援法ではなくて介護保険の方を優先するということになっております。そういう関係

から、障害者自立支援法の対象者は、今の推定では大体１,０００人から１,１００人程度になるん

ではないかと一応推計をしておりますけれども。 

それから施設の方の費用の方なんですが、今現在、多くの方は応能負担ということになっており

まして、所得によりまして負担額が決まっております。施設でどうのこうのよりも、そういうこと
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で決まっておるもんですから、各施設ごとでどれぐらいかは出てないんですが、実際ざっくり申し

まして負担ゼロの方が非常に多いという状況です。そういう関係から施設の費用が、じゃあ現在ど

れぐらいかというのは、なかなか推測しづらい面があるんですが、食費と住居費に関しては、おお

よそ施設入所ですと４万円ぐらいじゃないかなということで想定をしております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

食費、光熱費ということでお伺いしましたけれども、資料によりますと所得軽減の部分もかかわ

ってきますけれども、食費の負担額を３分の１程度に軽減しますという部分があります。その中で、

月２２日利用の場合は５,１００円程度の負担となりますという資料がございますね。こういうこ

とから考えますと、その３倍を考えれば約１万５,０００円ほどですか、そういう部分がかかって

くのかなと。織田事務所長の４万円程度というお話もありましたけれども、この部分が具体的に、

負荷としてかかってくるということで理解してよろしいわけですね。 

それでまた負担軽減の部分が、先ほども市長の答弁の中でありますけれども、一般の部分で上限

が決まっておりますということで、一般が４万２００円、それから所得の程度によって２万

４,６００円、１万５,０００円、生活保護の場合は０円ということで、軽減措置がここに図られて

おりますけれども、この部分の中で非常に軽減措置を図らざるを得ない人たちが数多くおられるの

に負担をもっていく。保険制度とすれば、そういう部分があるのかもしれませんけれども、糸魚川

にとっては非常に厳しい状況になっておるんではないか。 

障害者の中で授産施設は８カ所ほどありますけれども、文教民生常任委員会で所管調査もしまし

た。その中で障害者の基礎年金とプラス工賃というふうなことで、１人の人たちが１カ月に得るも

のがあるわけですね。その部分の収入が非常に少ないんではないかという感じを受けてきたんです

けれども、全体としてどの程度になっているのか、把握されておりましたらお知らせ願いたいと思

います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

各作業所によりまして、工賃が非常に大きく変動しております。したがいまして、大体どれぐら

いというのはちょっと、１カ月にしましたらせいぜい何千円単位ということでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

多分そこを受けて県として、これちょっと新聞報道で出ておったわけですけれども、糸魚川振興
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局の甲斐局長が、それぞれの受益者は本当にこれで暮らしていけるのかと。地域全体として仕組み

をつくっていかないといけないということで、県が声をかけて趣旨説明して集まっていただいたと。

先ほど協議会もつくったということですけれども、米田市長も高瀬糸魚川商工会議所会頭も協調姿

勢であったという報道がありました。 

商工会議所の広報を見ますと、商工団体としては趣旨は賛同できるものの、具体的な障害者の実

態を把握できてないと。手始めとして事務レベルで協議会がつくることが必要だと。今後の支援の

内容はこれからですという、ひとつのコメントがなされております。官民一体となってこのことに

取り組むことは、非常に評価するところであります。ところが民間にとりまして、具体的なメリッ

トがあるかないかによって、総論は賛成だけれども各論、具体的になると消極的になるという部分

も多々あるんではないかという危惧をされるわけですね。その中で、民間が積極的になっていける

ようなシステム、また、雰囲気、環境をつくっていかなきゃならんと思いますけれども、これから

多分、市は音頭は取りますけれども、具体的には自治体である糸魚川市が主体になっていかなけれ

ばならないのではないかと、このように私は思っておるわけですけれども、これからの官民一体と

いう部分の中で、どのように取り組まれていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

糸魚川障害者自立支援推進協議会が設定されたわけですけれども、一応手始めに商工会の事務局

の人たちに各作業所を回ってもらいまして、どういう作業をしているか、どういう自主作品をつく

っているか、それを実際に見てもらいました。その上で、どういう支援なり協力ができるかという

ことで協議をするわけですけれども、ざっくり申しまして、作業所を見て回った結果では、なかな

か支援なり協力が非常に難しいなというのが実感のようです。 

それではあれですので、市の方でその辺の仲介役になりまして、推進役になりまして、今後、

１つでも２つでも支援できるような形にもっていきたいと、そういうふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

民間の方からも実態を見ていただいたということなんですが、実態が非常に深刻な状況。先ほど

所長が言われましたように何千円程度の工賃、収入しかないという非常に深刻な部分がわかったん

ではないかな。これからやっぱり民間企業が協力するということは、この収入を向上させていくと

いう面での部分が、非常に条件として民間企業は得意な分野であるわけですね。その部分を含めて

自治体だけ、糸魚川市だけでは、なかなかその部分が改善できませんけれども、民間が協力するこ

とによって、支援することによって、その部分が改善していく可能性はあるんでないかと。仲介で

なくて主体として、ともども民間とこの部分を改善していくという部分の中で、積極的に取り組ん

でいただきたいと思いますけれども、それについてどうでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

織田福祉事務所長。 〔福祉事務所長 織田義夫君登壇〕 

○福祉事務所長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

今回の障害者自立支援法でも、新たな就労支援の事業が法律的にも創設されるだろうということ

で期待をしております。それから雇用関係の方も、現在よりも一層雇用関係の連携が強化されると

いうふうに聞いております。そういう具体的な施策も、今後期待できるんではないかなというふう

に考えてますので、今回そういう協議会の場を通じまして、官民一緒になってやってまいりたいと

いうふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

市長にお伺いしたいんですけれども、民間も含めて協力体制が構築されるということで非常にい

いことだと。糸魚川市はなかなか金がありません。なかなかこのことについては理解はできるけれ

ども、具体的な支援の部分が充実しきれんという部分が、いろんなところに横たわっているわけで

すね。この部分が、これからいろんな部分で出てくる可能性は持っとると思いますけれども、それ

について官民一体となっていろんな事業をしたい。その部分についてこれからの展望、進め方、基

本的な姿勢でもよろしいですし、お聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

確かに議員ご指摘のように非常に官民一体となった、そして今商工業の方に働きかけをいたして

おるわけでございますが、非常に難しいものがあります。今、経済はグローバルの時代、地球レベ

ルで、今、商業の物づくりをやっとるわけであります。１円、２円をというようなひとつのきわど

い生産の状況であるわけでありますが、そういう中で、そういった障害者の方々が働く場があるか

というと、以前のような環境がなくなっているのも事実であります。 

そういう中で、新たな展開というのは非常に難しい中であるわけでありまして、私といたしまし

ては、であるならやはり物づくりの中で自分たちが生産をしながらそれを売って、そしてそれが利

益にプラスになっていくという方向が一番いいのではないか。それにはこの糸魚川の地を利用した

第１次産業的なものがいいんではないかということを、今模索をいただいているのがみずほでござ

いましょうか、そのような環境の中で、我々行政はどの辺を受け持てばいいのかというところが糸

魚川市の課題であろうと思いますし。しかし、とは言っても１人でも２人でも、そういったところ

で、商工業の中で働く場があればまたいいわけでございますので、新たな展開を今非常に期待をい

たしてるわけでございますので、それに対して市といたしましても進めていきたいということであ
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非常に難しいところであるわけでございますが、今の現状では私はそのようなところで、また新

たな展開をさせていただきたいと思っておるところでございますので、よろしくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

よろしくお願いいたします。 

次に、地区コミュニティサポートセンターの方について伺いたいと思います。 

９月議会定例会で市長の答弁がありました。また今回、１２月定例会で答弁がございました。今

お話を聞きますと、ほとんど進展してないという部分に、私は受けとめざるを得ないんですけれど

も、先ほども１回目の質問の中で申し上げましたけれども地区が活性化していく、その中でまた糸

魚川市が一体になるために、非常に市長をはじめ職員の方々は地区懇談会に出られて努力されてお

りますね。その部分の中で地区を大事にしたいということは、米田市長の基本的な姿勢だと私は受

けとめております。 

その中でやっぱり地区コミュニティ、これはすばらしい構想なんではないかと私は思っておるわ

けです。これをきちっと推進していくように、合併してからもう８カ月、９カ月たってきとるわけ

なんですね。それでまた市長公約でもあるわけです。それをどのように推進するかという部分が、

この期間たって９月、１２月、全然その部分が進展してないということについて、いかがなんかな

と私は思うんですね。真剣に取り組みます、いろんな地区懇談会も精力的にしとる、その中で一番

大事だと思うから、その部分が公約にもなり、また、具体的に活動もされておるんではないかと私

は思うんですね。それについて、やっぱり積極的な姿勢を見せていただきたい。どのように取り組

んで、また、これからどうするのか、ぜひお聞かせ願いたい。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お伺いいたしますが、全然進展してないという言い方をいたしますが、地域コミュニティサポー

トセンターということであるわけでございますので、先ほど言いましたように、施設につきまして

は今、公民館制度を一律、一元化する方向の中で進めていかなくては、まずそれは進まないだろう

ということで、進めさせていただいておるわけでございますので、ご理解いただきたいと思ってお

ります。 

(1)のようにモデルをつくってはいかないわけでございます。あくまでもコミュニティサポート

センターについては、やはり公民館制度を一元化する中で、進めていかなくてはいけないととらえ

ているわけでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 
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○１番（甲村 聰君） 

ちょっと私の言い方が違っておったのかもしれませんけれども、具体的にこの前の答弁の中で、

可能な地域からモデル的な取り組みということも答弁されておるんですね。その部分を含めまして、

やっぱり先進地、まとまりやすい地域。 

先ほど市長の答弁の中にありました、公民館の体制が３つ違うということも私は承知しておりま

す。その中で現体制でありながら、具体的にこういう取り組みの姿が見えるという部分があるとい

うことで、やっぱり市長は真剣に、このことに取り組んでくれとるなという部分が出てくるんでは

ないかと、こういうことを申し上げたいわけで、進んでないということでなくて、徐々に進んでお

るのかもしれませんけれども、できるだけ早い時期に姿を見せていただきたい、このように思った

もんですから言ったわけです。ぜひもう１回お願いします。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

地域コミュニティでありましたら、そのように進んでおります。今、振興局と協議をさせていた

だきながら、それに対する支援体制はどのようにしていけばいいのか、今いろいろ各地域では機運

が高まっております。それに対して、今どのようにとらえていくか。新年度を今目前に控えとるわ

けでございますので、これから振興局とモデルをどのようにしていくかというところを、今話をさ

せていただいとるわけでございまして、私はただ単に１事業をとらえて、地域振興という形ではな

くて、この地域振興の中においてはコミュニティという部分もあるでしょうし、また、起こす起業

のような、地域の産物を生かした地域おこしみたいな形もあるでしょうし、それは地域ごとに、ま

た地域全体を取り組んだり、私は行政と市民が一体となって進めていく方向が、一番いいと思って

いますし、それには商工業の方々にも、その中に加わっていただいて進めていっていただきたい、

今お願いをしておるわけでございます。その中で、今芽生えも出ておるわけでございまして、それ

をモデルとしてとらえていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

サポートセンターという部分で今ちょっと引っかかって、少し意見の食い違いがあったように思

います。コミュニティという部分は、ハードもソフトも含めて出てくる。サポートセンターという

部分は、ハードなのかなと思いますけれども、その中でやっぱりコミュニティが大事であるという

認識については、私はぜひ推進していただきたいと思っております。 

それから、これは少し提案事項になるかもしれませんけれども、それぞれの地区が前から言いま

すと旧能生町、旧糸魚川市、旧青海町と３つの部分が合併したわけですね。その中で地区の交流と

いう部分、先進地といろんなことで真剣に取り組んでおるという姿が、具体的にお互いに市民同士

がわかり合えるような地区交流というものも取り組んでいただけんかなと。 
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というのは、ちょっと寺島の地区のことを申し上げますけれども、公民館支館で押上地区と交流

をもう継続的に定期的にやってます。いろんなとこで交流意識が理解が深まっておることもありま

す。それから市長の地元であります根知地区、それから小滝地区と寺島がグラウンドゴルフを通じ

て、定期的な交流会を実施しております。これはそれぞれの部分を話し合う機会が、いっぱい出て

くるわけですね。そういうメリットもあるんでないか。ほかのいろんな地区で交流をしておると思

うんですね。そういうことも含めて、ぜひコミュニティの活発化、活性化ということを含めて、そ

の部分もまた検討事項に入れていただきたいなと思います。これは要望ですが、もしそれについて

賛同とか、同じだということがありましたら答弁願います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

私は交流に対して拒むものではございませんし、それにつきましては積極的にとらえていただき

たい。行政を通じてもよろしいし、各公民館単位でもよろしいわけですし、地区単位でもよろしい

わけでございます。これは何も市内だけではなくて、これは市外も含めて交流しておる地域もある

わけでございます。それに対して、また行政に対しての支援というものがあれば受けさせていただ

きたいと思いますが、ただ単に１つの事柄というふうな事業をあげるということではなくて、公民

館、各地域ではいろんな事柄についてやっておられると思いますので、やはり思い入れのあるもの

を私はやっていくのがいいと思っておりますので、それについては住民主導型で私はやっていただ

きたいと思っております。それに対しての行政支援は、私は絶対やっていくべきだととらえており

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

ありがとうございました。 

次に、地域医療体制について伺います。 

１回目の質問でも申し上げましたけれども、医師確保について非常に厳しい状況であるというご

認識は持っておられると思います。 

その中で８月に医師確保のために富山大学、前の医科薬科の方に行かれてという答弁、活動の報

告がございましたけれども、それ以降、富山大学に対して、また、県に対して、糸魚川振興局に対

して、どのような活動をしてこられたのか、お伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

答弁いたします。 

８月以降の医師確保のための市長の行動といたしましては、１１月に富山大学の学長の方へ表敬
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訪問を兼ねまして、医師の派遣要請ということで要請活動を行っております。 

また、新潟県との連携をとった取り組みということで、派遣要請の段階におきましては県の福祉

保健部長から同行いただきまして、行動をともにしておるという状況でございます。 

さきの１２月３日に行われました市民糖尿病公開講座、これにつきましてもこの圏域におけます

基幹病院と大学との連携ということで、医師確保の一躍も担うというような形で連携をとらさせて、

実施をさせていただいとるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

１１月に富山大学の方に出向かれたということですけれども、その中での感触ですね、要望活動

ということだと思いますけれども、その内容、またコメントがありましたら、お願いしたいと思い

ます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

小林健康増進課長。 〔健康増進課長 小林正雄君登壇〕 

○健康増進課長（小林正雄君） 

お答えいたします。 

富山大学での学長との面談の中では、市長の方から当圏域の実情等をお話しいただいて、学長か

ら理解をいただくという形を取らさせていただきましたが、ご承知のように富山大学が３大学の合

併ということで立ち上がったばかりでございます。そういったことで、学長の方からは富山大学の

附属病院の病院長、旧富山医科薬科大学の病院長がそのまま就任しておるわけですが、そちらへも

よろしく伝えておくというような形で話が終わっておるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

今、小林課長の方からご説明ありましたけれども表敬的な部分で、今、糸魚川市における医師確

保が非常に深刻であるという部分が本当に伝わっておるのか、少し疑義があるところですけれども、

いろんな機会を通じて現状を訴え、また、ぜひ医師確保のために積極的に動いていただきたいと私

は思います。 

新聞報道でありますけれども、来春、新臨床研修制度が実施された初年度の医師が研修期間を終

える。市中病院で研修した医師が、どれほど大学に戻って来るかが注目される。金沢大学医学部臨

床研修センター長は悲観的に見ており、派遣できる医師の数は従来のように戻らないのではないか。

病院や自治体、市民が一体となって地域医療を考え、医師を育てる仕組みを早急に考えなければな

らないとあります。 

また、糸魚川病院では、富山大学からの医師の供給の見通しについて、２００４年４月から２年

間、新卒後、臨床研修システムでの研修が始まった影響で、後期研修のため医師派遣は研修終了後
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１年間は、大学で専門領域の研修を受ける可能性が高いため、２００７年度以降になる可能性が高

い。したがって、２００６年度には、さらに富山大学から派遣される医師が減少すると思われる。 

また、後期研修においては、臨床研修体制の整った病院から優先的に医師派遣が考えられるため、

指導医、専門医などの指導スタッフ、また、施設の充実が必須であると報告されております。これ

についてどのように受けとめられ、また対応されていくのか、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

医師派遣につきましては、今ほど議員がご指摘のとおりでございます。非常に厳しいものがある

わけであります。そういう中で、今、富山大学、または地域振興局、または新潟県の方に出向かさ

せていただいとるわけであります。その中で、今行けば行って即、本当にありがたいお言葉をいた

だければ幸いでございますが、今ほどの質問の中で説明いただいたとおりであるわけであります。 

しかし、先般の糖尿病の公開講座の中で、富山大学の附属病院長が発言の中で言った言葉に対し

て、私は確たるものは、ここで発言するべきでないと思いますが、聞いていた人たち、山崎医監も

お出でいただいた中で、それを聞いて少し安心をしたというコメントをいただいたもんですから、

私といたしましては、お願いに行ってるのが少し効果的にあったのかなというのも、お聞かせをい

ただいたわけでございますので、これからの引き続き気を緩めず、また、医師確保についてはお願

いに上がりたいと思っております。しかし、これとても急場しのぎのような今状況であるわけであ

りますので、これからは抜本的なやはり考え方や感覚を持っていかなくてはいけないのではないか

なと思っております。 

地域医療、救急医療に対しては、３６５日２４時間体制で、今、糸魚川市は動いているわけでご

ざいます。この低下を、どうしても阻止しなくてはいけないということで、県ともお話をさせてい

ただく中で、これは維持、堅持していきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

次に、糸魚川市の市民の受けとめ方という部分の中で、糸魚川の地域医療に関する住民意向調査

報告書というものが出て、これは医療部会の報告書の中で言われておるんですけれども、この地域

の現在の医療に対する満足度は、半々というアンケート結果。今後進むべき方向は、できれば現状

より何としても充実を含めて、７０％の市民の方々がアンケートに答えられて、地域医療の充実を

していただきたい、こういう部分が回答として出ております。これはもう地域医療の充実が、市民

ニーズであると私は受けとめますけれども、これについて市長はどのように受けとめられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 
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そのようなご意見は、私も市民からの声として認識をいたしております。しかし、先ほども申し

上げたとおり、それよりまず先に現状維持をして、それからの段階だろうと思っておるわけでござ

いますので、当面の課題について、今進めさせていただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

当面の課題ということは、今の地域医療、救急医療体制をどのように堅持するかということが、

緊急の課題だということでありますけれども、それに関して地域医療対策補助事業ということがさ

れて、これからはっきりは答えられておらんわけですね。１２月の補正では盛り込まれております

けれども、次年度以降そういう部分がなかなかはっきり出てこないなと。 

その中で、県立病院の赤字体制ということが新聞にも載っておりましたですね。これについては

ご存じだと思いますけれども累積赤字が３５９億円、もう１８年間連続して赤字を出しておるとい

う新聞の記事がございました。それから糸魚川病院の現状は、累積赤字が約５億５,０００万円ほ

ど、それから姫川病院は４億４,０００万円ほどが、１６年度の数字でありますけれども累積赤字

であると。これは文教民生常任委員会の中でも、累積赤字という部分が言われてました。その部分

を含めるんですけれども、それと１６年度の補助金の総支出額、これが１億２,０００万円が糸魚

川市が両病院について払っております。５万人として計算しますと、１人約２,４００円の負担と

いうことになります。これについて高いのか、安いのか、適正であるのか、いろんな評価の部分が

あると思いますけれども、これについてどのように受けとめられますか。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

来年度の見通しというのは、明確でなかったという言い方をいたしておられますが、先ほどの冒

頭の答弁でも申し上げましたとおり、来年度以降につきましても引き続き救急医療体制を維持して

まいりたいと考えておるということで、ご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（松尾徹郎君） 

甲村議員。 

○１番（甲村 聰君） 

糸魚川市にとって救急医療体制は大事なことでありますし、２４時間３６５日の２次救急医療体

制を継続していきたいという答弁であります。 

このことについて、地域医療体制はどうしても今現状だけでも堅持して、これからの将来展望は、

次々と出てくるかもしれません。その中で見直ししていくことは大事でありますけれども、現状を

ぜひとも堅持をしていただくようお願い申し上げ、私の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（松尾徹郎君） 
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以上で、甲村議員の質問は終わりました。 

本日はこれにてとどめ、延会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

 

〈午後４時４０分 延会〉 
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